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＜ 議 事 次 第 ＞ 

令和５年度地域別最低賃金額改定の目安について  

 

＜ 資 料 一 覧 ＞ 

資料 No.1 令和５年賃金改定状況調査結果 

資料 No.2 生活保護と最低賃金 
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資料 No.5 最新の経済指標の動向 

 

参考資料 No.1 委員からの追加要望資料 

参考資料 No.2 足下の経済状況等に関する補足資料（更新部分のみ抜粋） 

参考資料 No.3 主要統計資料（更新部分のみ抜粋） 
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資料 No.1 

 

令和５年賃金改定状況調査結果 

 

＜調査の概要＞ 

 

１．調査の地域 全国 

 

２．調 査 産 業 日本標準産業分類（平成 25年 10月改定）に基づく次の産業 

（ア）製造業 

（イ）卸売業，小売業 

（ウ）学術研究，専門・技術サービス業 

（エ）宿泊業，飲食サービス業 

（オ）生活関連サービス業，娯楽業 

（カ）医療，福祉 

（キ）サービス業（他に分類されないもの） 

 

３．調査事業所 

（１）数 16,489事業所 

（２）選定の方法 

事業所母集団データベース（令和３年次フレーム（速報））を母集団とし、常用労働者

数が 30 人未満の企業に属する民営事業所から、都道府県別、産業別、事業所規模別（※）

に層化無作為抽出により選定。ランク別、調査産業計において１人１時間あたり賃金上昇

率の標準誤差が 0.20％となるよう標本サイズを決定。ランク内の都道府県別、産業別、事

業所規模別の配分は母集団事業所数の構成比率で配分。 

※ 産業は上記２に掲げる７つの産業で、事業所規模は１～９人と 10～29 人で区分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．集計労働者 32,180人 

  （うち、令和４年６月と令和５年６月の両方に在籍していた労働者は 26,256 人（81.6％）） 

 

５．調 査 事 項〔基準となる期日又は期間〕 

（１）事業所に関する事項 

イ 主要な生産品の名称又は事業の内容〔令和５年６月１日現在〕 

ロ 事業所の労働者数〔令和５年６月１日現在〕 

ハ 事業所の月間所定労働日数、通常労働日の１日の所定労働時間数〔令和５年６月分〕 

ニ 事業所の年間所定労働日数〔令和３年度分、令和４年度分〕 

ホ 賃金改定の状況〔令和５年１月～６月〕 

（２）労働者に関する事項 

イ 性、就業形態、年齢、勤続年数〔令和５年６月１日現在〕 

ロ 賃金形態〔令和４年６月分、令和５年６月分〕 

ハ 基本給額、諸手当〔令和４年６月分、令和５年６月分（見込額）〕 

ニ 月間所定労働日数、１日の所定労働時間数〔令和４年６月分、令和５年６月分〕 

 調査事業所数 集計事業所数 回収率 

Aランク 6,612 1,847 27.9％ 

Bランク 4,849 1,624 33.5％ 

Cランク 5,028 1,810 36.0％ 

合計 16,489 5,281 32.0％ 
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６．利用上の注意 

（１）集計結果は、抽出による標本誤差を含んでいる。 

（２）集計表中の空欄は、該当する数値がないことを示す。 

（３）集計表中の産業の掲載順序は、日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）における産業

大分類のアルファベット順に基づいている。 

（４）各都道府県に適用される目安のランクは以下の通り。 

 

ランク 都道府県 

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 

Ｂ 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、

長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、

広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 

Ｃ 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、

鹿児島、沖縄 
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数
第

３
・

四
分

位
数

分
散

係
数

第
１

・
四

分
位

数
中

位
数

第
３

・
四

分
位

数
分

散
係

数
第

１
・

四
分

位
数

中
位

数
第

３
・

四
分

位
数

分
散

係
数

（
Q
１

）
 
（

Q
２

）
（

Q
３

）
（

Q
１

）
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Q
２

）
（

Q
３

）
（

Q
１
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Q
２
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Q
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Q
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Q
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Q
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）
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1
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1
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6
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１
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四

分
位

数
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位
数

第
３
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四

分
位
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散
係
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１
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四
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位
数

中
位

数
第

３
・

四
分

位
数

分
散

係
数

第
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四

分
位
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位
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第
３
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四

分
位
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第
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位
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３
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四
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分
散

係
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（
Q
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（

Q
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（

Q
３
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（

Q
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（

Q
２
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（

Q
３

）
（

Q
１
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Q
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（

Q
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（

Q
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Q
２

）
（

Q
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1
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.
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（
注

）
１

　
特

性
値

は
、

賃
金

引
上

げ
実

施
事

業
所

に
つ

い
て

み
た

も
の

で
あ

る
。

　
×

　
１

／
２

Ａ Ｂ Ｃ 計

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
医

療
，

福
祉

　
　

　
２

　
分

散
係

数
 
＝

第
３

・
四

分
位

数
（

Ｑ
３

）
　

－
　

第
１

・
四

分
位

数
（

Ｑ
１

）

中
位

数
（

Ｑ
２

）

Ａ Ｂ Ｃ 計

ラ
ン

ク

ラ
ン

ク

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

学
術

研
究

,
 
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,
 
娯

楽
業

産
業

計
製

造
業

卸
売

業
，

小
売

業

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％

％
％

％
％

％
％

％
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４
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Ｒ
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（
注
）
斜
字
と
な
っ
て

い
る
令
和
４

年
の

B
ラ
ン
ク

及
び
C
ラ
ン

ク
の
賃

金
上

昇
率

は
、

令
和

４
年
調

査
の

調
査
票
情

報
を

用
い

て
、
新

ラ
ン

ク
に

合
わ
せ

て
組
替
集

計
し

た
も
の
。

第
４

表
①
　

一
般

労
働

者
及
び

パ
ー

ト
タ

イ
ム
労

働
者
の

賃
金
上

昇
率
（
男

女
別

内
訳
）

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

男 　 　 女 　 　 計 男

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,
 
娯

楽
業

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

サ
ー
ビ

ス
業
（

他
に

分
類
さ

れ
な

い
も
の

）

１
時

間
当

た
り

賃
金

額

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
医

療
，

福
祉 賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率

女

性

ラ
ン

ク

学
術

研
究
,
 
専
門
・

技
術
サ

ー
ビ

ス
業

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額

産
業

計
製

造
業

卸
売

業
，

小
売

業

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率
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（
注
）
斜
字
と
な
っ
て

い
る
令
和
４

年
の

B
ラ
ン
ク

及
び
C
ラ
ン

ク
の

賃
金
上

昇
率

は
、

令
和

４
年
調

査
の

調
査
票
情

報
を

用
い

て
、
新

ラ
ン
ク
に

合
わ
せ

て
組
替
集

計
し

た
も
の
。

第
４

表
②
　

一
般

労
働

者
及

び
パ
ー

ト
タ
イ

ム
労
働

者
の
賃
金

上
昇

率
（
一
般
・

パ
ー

ト
別
内
訳
）

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

一 般 パ ー ト 計 一 般

サ
ー
ビ

ス
業
（

他
に

分
類
さ

れ
な

い
も
の

）

１
時

間
当

た
り

賃
金

額

医
療

，
福

祉 賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率

パ ー ト就
業

形
態

ラ
ン

ク

学
術

研
究
,
 
専
門

・
技
術
サ

ー
ビ
ス

業
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

,
 
娯

楽
業

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額

産
業

計
製

造
業

卸
売

業
，

小
売

業
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

賃
金

上
昇

率

-7
-

okadahd
四角
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（
注
）
斜
字
と
な
っ
て

い
る
令
和
４

年
の

B
ラ
ン
ク

及
び
C
ラ
ン

ク
の
賃

金
上

昇
率

は
、

令
和

４
年
調

査
の

調
査
票
情

報
を

用
い

て
、
新

ラ
ン

ク
に

合
わ
せ

て
組
替
集

計
し

た
も
の
。

（
資
料
注
）
第
４
表
①
、
②
の
集
計
労
働
者
3
2
,
1
8
0
人
の
う
ち
、
本
表
の
集
計
対
象
と
な
る
令
和
４
年
６
月
と
令
和
５
年
６
月
の
両
方
に
在
籍
し
て
い
た
労
働
者
は
2
6
,
2
5
6
人
（
8
1
.
6
％
）
。

パ ー ト男 女 一 般

１
時

間
当

た
り

賃
金

額

計

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率
１

時
間

当
た

り
賃

金
額

賃
金

上
昇

率

第
４

表
③
　

一
般

労
働

者
及
び
パ
ー

ト
タ

イ
ム
労
働

者
の

賃
金

上
昇

率
（
令

和
４

年
６

月
と

令
和
５

年
６

月
の
両
方

に
在
籍
し

て
い
た

労
働
者
の

み
を
対

象
と
し
た

集
計

）

性

就
業

形
態

ラ
ン

ク

産
業

計
製

造
業

卸
売

業
，

小
売

業
学
術

研
究
,
 
専
門
・

技
術
サ

ー
ビ

ス
業

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

,
 
娯

楽
業

医
療

，
福

祉
サ

ー
ビ

ス
業
（

他
に

分
類
さ

れ
な

い
も
の

）

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率

１
時

間
当

た
り

賃
金

額
賃

金
上

昇
率
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参
考
１
　
賃
金
引
上
げ
の
実
施
時
期
別
事
業
所
数
割
合

（
％
）

変
わ
ら
な
い

早
　
い

遅
　
い

そ
の
他

1
0
0
.
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7
5
.
5

8
.
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.
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1
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.
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1
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.
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7
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.
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9
.
5

1
.
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1
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1
0
0
.
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7
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1
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.
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7
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.
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1
2
.
8

Ｒ ４ 年
1
0
0
.
0

8
0
.
5

5
.
9

2
.
0

1
1
.
6

（
注
）
「
そ
の
他
」
に
は
、
前
年
に
は
賃
金
引
上
げ
を
実
施
し
な
か
っ
た
事
業
所
や
、

　
　
　
会
社
の
設
立
が
前
年
の
た
め
賃
金
引
上
げ
を
行
う
の
は
今
年
が
初
め
て
で
あ
る
事
業
所
が
該
当
す
る
。

Ｃ 計

１
～
６
月
に

賃
金
引
上
げ
を

実
施
し
た
事
業
所

賃
金
引
上
げ
の
実
施
時
期
は
、
昨
年
と
比
較
し
て

ラ
ン
ク

Ａ Ｂ
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（

注
）

事
由

１
　

昨
年

同
様

、
７

月
以

降
実

施
の

予
定

　
　

　
事

由
２

　
昨

年
は

１
～

６
月

に
実

施
し

た
が

、
今

年
は

７
月

以
降

実
施

の
予

定

　
　

　
事

由
３

　
昨

年
は

実
施

し
た

が
、

今
年

は
凍

結
の

予
定

　
　

　
事

由
４

　
昨

年
は

実
施

し
て

い
な

い
し

、
今

年
も

実
施

し
な

い
予

定

　
　

　
事

由
５

　
昨

年
は

実
施

し
な

か
っ

た
が

、
今

年
は

７
月

以
降

実
施

の
予

定

参
考

２
　

事
由

別
賃

金
改

定
未

実
施

事
業

所
割

合

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
医

療
，

福
祉

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

産
　

　
業

　
　

計
製

　
　

造
　

　
業

卸
売

業
，

小
売

業
学

術
研

究
,
 
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
,
 
娯

楽
業

ラ
ン

ク

Ａ Ｂ Ｃ 計 計

ラ
ン

ク

Ａ Ｂ Ｃ
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１　パートタイム労働者比率

（％）

令和４年 令和５年

40.0 41.0

２　男女別労働者数比率

（％）

令和４年 令和５年

男性 40.9 40.9

女性 59.1 59.1

３　年間所定労働日数（事業所平均）

（日）

令和３年度 令和４年度

245.4 246.2

付表　労働者構成比率及び年間所定労働日数
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生
活
保
護
と
最
低
賃
金

資
料
N
o
.
2



8
0,
0
0
0

9
0,
0
0
0

1
0
0
,0
0
0

1
1
0
,0
0
0

1
2
0
,0
0
0

1
3
0
,0
0
0

1
4
0
,0
0
0

1
5
0
,0
0
0

1
6
0
,0
0
0

東 京
神 奈 川

大 阪
愛 知
埼 玉
千 葉
兵 庫
京 都
茨 城
静 岡
富 山
広 島
滋 賀
栃 木
群 馬
宮 城
山 梨
三 重
石 川
福 岡
香 川
岡 山
福 井
奈 良
山 口
長 野
北 海 道

岐 阜
徳 島
福 島
新 潟
和 歌 山

愛 媛
島 根
大 分
熊 本
山 形
佐 賀
長 崎
岩 手
高 知
鳥 取
秋 田
鹿 児 島

宮 崎
青 森
沖 縄

生
活
保
護
（
生
活
扶
助
基
準
（
１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）
＋
住
宅
扶
助
）
と
最
低
賃
金

生
活
扶
助
基
準
（
１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）
人
口
加
重
平
均
＋
住
宅
扶
助
実
績
値

最
低
賃
金
額
×
１
７
３
．
８
×
０
．
８
１
６

注
１
）
生
活
扶
助
基
準
（
１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）
は
１
８
～
１
９
歳
単
身
の
も
の
で
あ
る
。

注
２
）
生
活
扶
助
基
準
は
冬
季
加
算
を
含
め
て
算
出
。

注
３
）
生
活
保
護
の
デ
ー
タ
、
最
低
賃
金
の
デ
ー
タ
と
も
に
令
和
３
年
度
の
も
の
で
あ
る
。

注
４
）
０
．
８
１
６
は
時
間
額
８
２
０
円
で
月
１
７
３
．
８
時
間
働
い
た
場
合
の
令
和
３
年
度
の
税
・
社
会
保
険
料
を
考
慮
し
た
可
処
分
所
得
の
総
所
得
に
対
す
る
比
率
。

単
位
：
円

－
１
－

okadahd
四角
ここにメモを書いてください。



8
0,
0
0
0

9
0,
0
0
0

1
00
,0
0
0

1
10
,0
0
0

1
20
,0
0
0

1
30
,0
0
0

1
40
,0
0
0

1
50
,0
0
0

1
60
,0
0
0

東 京
神 奈 川

大 阪
愛 知
埼 玉
千 葉
兵 庫
京 都
茨 城
静 岡
富 山
広 島
滋 賀
栃 木
群 馬
宮 城
山 梨
三 重
石 川
福 岡
香 川
岡 山
福 井
奈 良
山 口
長 野
北 海 道

岐 阜
徳 島
福 島
新 潟
和 歌 山

愛 媛
島 根
大 分
熊 本
山 形
佐 賀
長 崎
岩 手
高 知
鳥 取
秋 田
鹿 児 島

宮 崎
青 森
沖 縄

生
活
保
護
（
生
活
扶
助
基
準
（
１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）
＋
住
宅
扶
助
）
と
最
低
賃
金

生
活
扶
助
基
準
（
１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）
人
口
加
重
平
均
＋
住
宅
扶
助
実
績
値

最
低
賃
金
額
×
１
７
３
．
８
×
０
．
８
１
６

注
１
）
生
活
扶
助
基
準
（
１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）
は
１
８
～
１
９
歳
単
身
の
も
の
で
あ
る
。

注
２
）
生
活
扶
助
基
準
は
冬
季
加
算
を
含
め
て
算
出
。

注
３
）
生
活
保
護
の
デ
ー
タ
は
令
和
３
年
度
、
最
低
賃
金
の
デ
ー
タ
は
令
和
４
年
度
の
も
の
で
あ
る
。

注
４
）
０
．
８
１
６
は
時
間
額
８
２
０
円
で
月
１
７
３
．
８
時
間
働
い
た
場
合
の
令
和
３
年
度
の
税
・
社
会
保
険
料
を
考
慮
し
た
可
処
分
所
得
の
総
所
得
に
対
す
る
比
率
。

単
位
：
円

令
和
４
年
度
最
低
賃
金

改
定
額
反
映
版

－
２
－

okadahd
四角
ここにメモを書いてください。



令和３年度
データに基
づく乖離額

令和４年度
地域別最低
賃金引上げ額

最新の
乖離額

昨年度の
目安小委で
示した乖離額

（Ａ） （Ｂ）
（Ｃ）

（＝Ａ－Ｂ）
（Ｄ）

（Ｅ)
（＝Ｃ－Ｄ）

最低賃金の
引上げ

による影響額
（e①）

可処分所得
比率の変動
（0.817→0.816）
による影響額
（ｅ②）

生活扶助基準の
見直しによる
影響額
（e③）

住宅扶助実績値
の増減による
影響額
（e④）

北 海 道 △147 31 △178 △151 △27 △31 1 0 3

青 森 △142 31 △173 △146 △26 △31 1 0 4

岩 手 △159 33 △192 △165 △26 △33 1 0 6

宮 城 △146 30 △176 △151 △24 △30 1 0 5

秋 田 △154 31 △185 △160 △26 △31 1 0 5

山 形 △147 32 △179 △154 △25 △32 1 0 7

福 島 △170 30 △200 △178 △22 △30 1 0 7

茨 城 △220 32 △252 △222 △29 △32 1 0 2

栃 木 △195 31 △226 △200 △26 △31 1 0 4

群 馬 △188 30 △218 △192 △26 △30 1 0 3

埼 玉 △170 31 △201 △167 △34 △31 1 0 △4

千 葉 △188 31 △219 △190 △29 △31 1 0 1

東 京 △176 31 △207 △177 △29 △31 1 0 1

神 奈 川 △204 31 △235 △206 △29 △31 1 0 1

新 潟 △170 31 △201 △175 △25 △31 1 0 5

富 山 △222 31 △253 △233 △20 △31 1 0 10

石 川 △180 30 △210 △182 △28 △30 1 0 1

福 井 △200 30 △230 △207 △23 △30 1 0 6

山 梨 △222 32 △254 △229 △25 △32 1 0 6

長 野 △209 31 △240 △214 △26 △31 1 0 5

岐 阜 △201 30 △231 △202 △28 △30 1 0 1

静 岡 △197 31 △228 △199 △29 △31 1 0 1

愛 知 △227 31 △258 △231 △27 △31 1 0 3

三 重 △239 31 △270 △244 △25 △31 1 0 5

滋 賀 △205 31 △236 △207 △29 △31 1 0 1

京 都 △168 31 △199 △170 △29 △31 1 0 2

大 阪 △205 31 △236 △207 △29 △31 1 0 1

兵 庫 △168 32 △200 △171 △28 △32 1 0 3

奈 良 △180 30 △210 △184 △26 △30 1 0 3

和 歌 山 △195 30 △225 △198 △26 △30 1 0 3

鳥 取 △162 33 △195 △165 △31 △33 1 0 2

島 根 △186 33 △219 △190 △30 △33 1 0 3

岡 山 △162 30 △192 △167 △26 △30 1 0 4

広 島 △171 31 △202 △173 △28 △31 1 0 2

山 口 △214 31 △245 △219 △26 △31 1 0 4

徳 島 △204 31 △235 △209 △26 △31 1 0 4

香 川 △182 30 △212 △190 △22 △30 1 0 7

愛 媛 △146 32 △178 △151 △27 △32 1 0 5

高 知 △171 33 △204 △175 △29 △33 1 0 3

福 岡 △175 30 △205 △179 △26 △30 1 0 3

佐 賀 △184 32 △216 △190 △26 △32 1 0 6

長 崎 △165 32 △197 △171 △26 △32 1 0 5

熊 本 △172 32 △204 △178 △25 △32 1 0 6

大 分 △178 32 △210 △182 △28 △32 1 0 3

宮 崎 △177 32 △209 △182 △27 △32 1 0 4

鹿 児 島 △180 32 △212 △186 △27 △32 1 0 5

沖 縄 △152 33 △185 △154 △31 △33 1 0 1

都道府県ごとの最低賃金と生活保護水準との乖離額変動の要因分析

乖離の変動額

※１　最低賃金と生活保護水準の乖離額は、「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の別紙１「平成20年度地域別最低賃金額改定
　　の目安に関する公益委員見解」において用いられた考え方により算出。
※２　最低賃金と生活保護水準との乖離額を算出するには、月額を時間額に換算する際などに端数処理を行うため、必ずしもE＝ｅ①＋ｅ②＋ｅ③＋e④
　　とならない。
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地
域
別
最
低
賃
金
額
、
未
満
率
及
び
影
響
率

１
．
地
域
別
最
低
賃
金
額
、
未
満
率
及
び
影
響
率
（
ラ
ン
ク
別
）
の
推
移
（
平
成
2
5
～
令
和
４
年
度
）

平
成
2
5
年
度
2
6
年
度

2
7
年
度

2
8
年
度

2
9
年
度

3
0
年
度

令
和
元
年
度
２
年
度

３
年
度

４
年
度

７
６
４

７
８
０

７
９
８

８
２
３

８
４
８

８
７
４

９
０
１

９
０
２

９
３
０

９
６
１

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
8
）

（
2
5
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
1
）

（
2
8
）

（
3
1
）

未
満
率

（
％
）

2
.
1

2
.
5

2
.
1

4
.
2

2
.
3

2
.
4

1
.
7

2
.
4

1
.
9

2
.
2

影
響
率

（
％
）

1
0
.
7

9
.
3

1
2
.
8

1
4
.
5

1
4
.
5

1
5
.
3

2
0
.
5

4
.
5

1
7
.
4

2
0
.
4

未
満
率

（
％
）

1
.
5

1
.
6

1
.
4

1
.
6

1
.
3

1
.
5

1
.
7

1
.
5

1
.
7

1
.
6

影
響
率

（
％
）

5
.
4

5
.
2

6
.
0

8
.
6

9
.
8

1
2
.
3

1
4
.
2

3
.
4

1
4
.
9

1
8
.
9

未
満
率

（
％
）

2
.
0

1
.
8

2
.
2

2
.
0

1
.
3

1
.
7

1
.
5

1
.
8

1
.
7

1
.
5

影
響
率

（
％
）

5
.
5

6
.
6

6
.
9

8
.
6

9
.
6

1
2
.
7

1
3
.
9

4
.
5

1
5
.
4

1
7
.
1

未
満
率

（
％
）

1
.
8

1
.
8

1
.
9

1
.
5

1
.
4

1
.
4

1
.
2

1
.
8

1
.
5

1
.
7

影
響
率

（
％
）

6
.
0

6
.
2

7
.
4

1
0
.
1

1
0
.
3

1
3
.
3

1
1
.
6

6
.
9

1
5
.
9

1
9
.
4

未
満
率

（
％
）

1
.
9

2
.
0

1
.
9

2
.
7

1
.
7

1
.
9

1
.
6

2
.
0

1
.
7

1
.
8

影
響
率

（
％
）

7
.
4

7
.
3

9
.
0

1
1
.
1

1
1
.
9

1
3
.
8

1
6
.
3

4
.
7

1
6
.
2

1
9
.
2

資
料
出
所
：
厚
生
労
働
省
「
最
低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」
（
平
成
2
5
～
令
和
４
年
）

（
注
）
１
　
地
域
別
最
低
賃
金
額
（
以
下
単
に
「
最
低
賃
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、
全
国
加
重
平
均
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
し
た
後
に
、
改
正
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
４
　
各
ラ
ン
ク
は
、
各
年
に
お
け
る
適
用
ラ
ン
ク
で
あ
り
、
各
ラ
ン
ク
の
未
満
率
、
影
響
率
に
つ
い
て
は
、
加
重
平
均
で
あ
る
。

資
料
 
N
o
.
3

Ｃ
ラ
ン
ク

Ｄ
ラ
ン
ク

計

年
度

地
域
別
最
低
賃
金
額

（
対
前
年
度
差
）

Ａ
ラ
ン
ク

Ｂ
ラ
ン
ク

-
1
-



２
．

地
域

別
最

低
賃

金
の

未
満

率
と

影
響

率

(１
)　
都
道
府
県
別
未
満
率
と
影
響
率
（
令
和
４
年
）

未
満
率
（
全
国
加
重
平
均
）
　
１
．
８
％

影
響
率
（
全
国
加
重
平
均
）
　
１
９
．
２
％

(
%
)

東 京

神 奈 川

大 阪

愛 知

埼 玉

千 葉

兵 庫

京 都

茨 城

静 岡

富 山

広 島

滋 賀

栃 木

群 馬

宮 城

山 梨

三 重

石 川

福 岡

香 川

岡 山

福 井

奈 良

山 口

長 野

北 海 道

岐 阜

徳 島

福 島

新 潟

和 歌 山

愛 媛

島 根

大 分

熊 本

山 形

佐 賀

長 崎

岩 手

高 知

鳥 取

秋 田

鹿 児 島

宮 崎

青 森

沖 縄

全 国 平 均

未
満
率
2
.
7
3
.
0
2
.
2
0
.
8
2
.
6
1
.
8
1
.
4
1
.
8
2
.
1
1
.
6
2
.
0
1
.
6
1
.
2
1
.
3
1
.
7
1
.
3
0
.
9
2
.
0
1
.
1
1
.
3
1
.
0
1
.
4
1
.
1
1
.
4
1
.
5
0
.
9
1
.
6
1
.
9
1
.
9
1
.
5
1
.
5
1
.
9
1
.
3
1
.
4
2
.
1
1
.
7
1
.
9
1
.
7
2
.
3
1
.
5
1
.
2
1
.
7
1
.
3
1
.
6
1
.
4
1
.
6
2
.
1
1
.
8

影
響
率
1
6
.
5
2
6
.
7
2
4
.
6
1
7
.
9
1
9
.
5
2
1
.
3
2
2
.
1
2
1
.
2
1
9
.
0
1
8
.
9
1
4
.
9
2
0
.
1
1
8
.
7
1
8
.
6
1
2
.
3
1
8
.
9
1
3
.
0
1
4
.
9
1
0
.
4
1
7
.
7
1
3
.
2
1
6
.
1
1
4
.
1
1
5
.
7
1
6
.
8
1
7
.
1
2
0
.
9
1
9
.
7
1
6
.
4
1
9
.
9
1
6
.
4
1
8
.
8
1
3
.
4
1
5
.
9
1
9
.
0
1
8
.
2
1
9
.
2
1
9
.
3
2
1
.
4
2
1
.
0
1
8
.
7
1
7
.
6
2
2
.
2
2
0
.
4
1
9
.
0
2
5
.
3
1
8
.
3
1
9
.
2

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
令
和
４
年
最
低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」

（
注
１
）
事
業
所
規
模
3
0
人
未
満
（
製
造
業
等
は
1
0
0
人
未
満
）
を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。

（
注
２
）
上
記
の
影
響
率
、
未
満
率
は
、
令
和
４
年
度
の
各
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
の
審
議
で
使
用
さ
れ
た
調
査
結
果
か
ら
算
出
し
た
数
値
で
あ
る
。

　
　
　
　
表
の
う
ち
「
＊
」
の
あ
る
県
の
数
値
は
事
業
所
数
に
よ
る
復
元
を
、
「
＊
」
の
な
い
県
は
労
働
者
数
に
よ
る
復
元
を
行
っ
て
集
計
し
た
も
の
。

0
.0

5
.0

1
0.
0

1
5.
0

2
0.
0

2
5.
0

3
0.
0

東 京
神 奈 川

大 阪
愛 知
埼 玉
千 葉
兵 庫
京 都
茨 城
静 岡
富 山
広 島
滋 賀
栃 木
群 馬
宮 城
山 梨
三 重
石 川
福 岡
香 川
岡 山
福 井
奈 良 ＊

山 口
長 野
北 海 道

岐 阜
徳 島
福 島
新 潟 ＊

和 歌 山

愛 媛
島 根
大 分
熊 本
山 形
佐 賀 ＊

長 崎
岩 手
高 知 ＊

鳥 取
秋 田
鹿 児 島

宮 崎
青 森
沖 縄

(%
)

未
満
率

影
響
率

-
2
-



(２
)　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
に
よ
る
未
満
率
と
影
響
率
（
令
和
４
年
）

未
満
率
（
全
国
加
重
平
均
）
　
２
．
３
％

影
響
率
（
全
国
加
重
平
均
）
　
６
．
９
％

(
%
)

東 京

神 奈 川

大 阪

愛 知

埼 玉

千 葉

兵 庫

京 都

茨 城

静 岡

富 山

広 島

滋 賀

栃 木

群 馬

宮 城

山 梨

三 重

石 川

福 岡

香 川

岡 山

福 井

奈 良

山 口

長 野

北 海 道

岐 阜

徳 島

福 島

新 潟

和 歌 山

愛 媛

島 根

大 分

熊 本

山 形

佐 賀

長 崎

岩 手

高 知

鳥 取

秋 田

鹿 児 島

宮 崎

青 森

沖 縄

全 国 平 均

未
満
率
2
.
4
3
.
1
2
.
6
2
.
1
2
.
9
2
.
7
2
.
3
2
.
1
2
.
5
2
.
4
2
.
0
2
.
1
2
.
1
1
.
3
1
.
6
1
.
6
1
.
7
2
.
0
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時間当たり賃金分布（一般・短時間計）

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計
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資料No. ４－１

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

992円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

955円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

956円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

953円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

928円

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

兵庫(B)

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

937円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

879円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

913円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

877円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

899円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

896円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

882円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

865円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

853円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

902円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

861円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

870円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

848円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

862円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

858円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

866円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

857円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

877円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

889円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

880円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

824円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

828円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

859円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

859円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

824円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

820円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

820円
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時間当たり賃金分布（一般労働者）

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

1041円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

1040円
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資料No. ４－２

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

992円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

955円

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

愛知(A)

-14-



資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

956円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

953円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

928円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

937円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

879円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

913円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

877円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

899円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

896円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

882円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

865円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

853円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

866円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

902円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

861円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

870円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

848円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

862円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

858円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

866円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

857円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

877円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

889円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

880円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

824円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

828円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

859円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

859円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

824円

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

島根(B)

-22-



資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

820円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

820円
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時間当たり賃金分布（短時間労働者）

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

1040円
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資料No. ４－３

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

992円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

955円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

953円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

928円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

879円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

913円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

899円

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

広島(B)

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

896円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

882円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

853円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

866円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

902円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

861円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

848円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

862円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

858円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

866円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

857円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

889円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

828円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

859円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

824円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

熊本(C)

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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台
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予
想

物
価
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昇

率
と

１
年

後
の

物
価

上
昇

予
想

世
帯

割
合

（
月
）

（
年
）

（
％

）

（
参
考

）
2
01
3年

１
月

「
物
価
安
定
の

目
標

２
％
」

予
想
物

価
上
昇
率

（
消
費

動
向
調
査
）

（
備
考
）

１
．
内

閣
府
「

消
費
動

向
調
査
」

(二
人
以
上

の
世
帯

)、
B
lo

o
mb

e
rg

に
よ

り
作
成

。
２
．
「

消
費
動

向
調
査

」
は
、

20
1
3年

４
月
か

ら
郵
送
調

査
へ
の

変
更
等
が

あ
っ
た

た
め
、

そ
れ
以

前
の
訪

問
留
置
調

査
の
数
値

と
不
連

続
が
生
じ

て
い
る

。
点
線

部
（

20
1
2年

７
月
か
ら

20
1
3年

３
月
）
は

、
郵
送

調
査
に

よ
る
試
験

調
査
の
参

考
値
。

ま
た
、

20
1
8年

10
月
よ
り

郵
送

・
オ
ン
ラ

イ
ン
併
用

調
査
を

開
始
。

３
．
予

想
物
価

上
昇
率

（
消
費
動

向
調
査

）
は
、

消
費
者

に
よ
る

物
価
予
想

。
一
定

の
仮
定

に
基
づ

き
試
算

し
た
も
の

。
４
．
Ｂ

Ｅ
Ｉ
（

ブ
レ
ー

ク
・
イ
ー

ブ
ン
・

イ
ン
フ

レ
率
）

は
、
物

価
連
動
国

債
売
買

参
加
者

に
よ
る

物
価
予

想
。

そ
れ
ぞ
れ

の
時
点

で
残
存
期

間
が
最

長
の
も

の
（
Ｂ

Ｅ
Ｉ

(旧
)は

旧
物

価
連
動

国
債
、

Ｂ
Ｅ
Ｉ

(新
)は

新
物
価
連

動
国
債
（

残
存

10
年
物
）
）

を
使
用

。

１
年

後
の

物
価

上
昇

予
想
世
帯
割
合

（
目

盛
右

）

予
想

物
価

上
昇
率

（
Ｂ

Ｅ
Ｉ

（
旧
）
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予
想
物

価
上
昇
率

（
Ｂ
Ｅ

Ｉ
（
新
）
）

（
％

）

（
備
考
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資
源
エ

ネ
ル
ギ

ー
庁
「

石
油
製
品

価
格
調

査
」
に

よ
り
作

成
。
価

格
は
税
込

み
。

消
費
者
物
価
の

推
移

（
備
考
）

１
．
総

務
省
「

消
費
者

物
価
指
数

」
に
よ

り
作
成

。
連
鎖

基
準
。

季
節
調
整

値
。

２
．
「

政
策
等

に
よ

る
特
殊
要
因

を
除
く

」
と
は

、
Ｇ
ｏ

Ｔ
ｏ
事
業

、
20
2
1年

４
月
の

通
信
料

（
携
帯

電
話

）
下
落

及
び
全

国
旅
行

支
援
等

に
よ
る
直

接
の
影

響
を

除
い
た
数

値
（
内

閣
府
試
算

値
）
。
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14
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20

21
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23

（
Ｄ

Ｉ
）

景
気

の
現

状
判

断
Ｄ

Ｉ（
季

節
調

整
値

）

総
合
Ｄ
Ｉ

５
月

55
.0
 (
前
月
差

0
.4
)

４
月

54
.6
 (
前
月
差

1
.3
)

分
野

・
業

種
別

Ｄ
Ｉの

推
移

（
現

状
）
（
季

節
調

整
値

）
分

野
・
業

種
別

Ｄ
Ｉの

推
移

（
先

行
き

）
（
季

節
調

整
値

）

（
備
考
）
現
状

判
断

Ｄ
Ｉ

、
先

行
き

判
断

Ｄ
Ｉ

は
各
々
、
景
気
ウ
ォ
ッ

チ
ャ
ー
に
よ
る

、
３
か

月
前

と
比

較
し

た
当

該
月

の
景

気
の

良
し

悪
し

の
判

断
、

当
該

月
と

比
較

し
た

２
～

３
か

月
先

の
景

気
の
良
し
悪
し
の

判
断
で
あ
る
。
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月
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（
参

考
３

）
　

地
域

経
済

(1
) 
鉱

工
業

生
産



(2
) 

完
全

失
業

率
(3

) 
有

効
求

人
倍

率



Ⅱ
．

海
外

経
済

中
国

英
国

（
注

）
下

線
部

は
先

月
か
ら
変
更
し
た
部
分
。

５
月

月
例

６
月

月
例

世
界

経
済

　
世

界
の

景
気

は
、

一
部

の
地

域
に

お
い

て
弱

さ
が

み
ら

れ
る

も
の

の
、

持
ち

直
し

て
い

る
。

　
先

行
き

に
つ

い
て

は
、

持
ち

直
し

が
続

く
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

た
だ

し
、

世
界

的
な

金
融

引
締

め
に

伴
う

影
響

、
物

価
上

昇
等

に
よ

る
下

振
れ

リ
ス

ク
に

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
金

融
資

本
市

場
の

変
動

の
影

響
を

注
視

す
る

必
要

が
あ

る
。

　
世

界
の

景
気

は
、

一
部

の
地

域
に

お
い

て
弱

さ
が

み
ら

れ
る

も
の

の
、

持
ち

直
し

て
い

る
。

　
先

行
き

に
つ

い
て

は
、

持
ち

直
し

が
続

く
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

た
だ

し
、

世
界

的
な

金
融

引
締

め
に

伴
う

影
響

、
物

価
上

昇
等

に
よ

る
下

振
れ

リ
ス

ク
に

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
金

融
資

本
市

場
の

変
動

の
影

響
を

注
視

す
る

必
要

が
あ

る
。

ア
メ

リ
カ

 
 
ア

メ
リ

カ
で

は
、

景
気

は
緩

や
か

に
回

復
し

て
い

る
。

　
先

行
き

に
つ

い
て

は
、

緩
や

か
な

回
復

が
続

く
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

た
だ

し
、

金
融

引
締

め
に

伴
う

影
響

等
に

よ
る

下
振

れ
リ

ス
ク

に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。

 
 
ア

メ
リ

カ
で

は
、

景
気

は
緩

や
か

に
回

復
し

て
い

る
。

　
先

行
き

に
つ

い
て

は
、

緩
や

か
な

回
復

が
続

く
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

た
だ

し
、

金
融

引
締

め
に

伴
う

影
響

等
に

よ
る

下
振

れ
リ

ス
ク

に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。

ア ジ ア 地 域

 
 
中

国
で

は
、

景
気

は
持

ち
直

し
の

動
き

が
み

ら
れ

る
。

　
先

行
き

に
つ

い
て

は
、

各
種

政
策

の
効

果
も

あ
り

、
持

ち
直

し
に

向
か

う
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

た
だ

し
、

不
動

産
市

場
の

動
向

等
を

注
視

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
 
中

国
で

は
、

景
気

は
持

ち
直

し
の

動
き

が
み

ら
れ

る
。

　
先

行
き

に
つ

い
て

は
、

各
種

政
策

の
効

果
も

あ
り

、
持

ち
直

し
に

向
か

う
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

た
だ

し
、

不
動

産
市

場
の

動
向

等
を

注
視

す
る

必
要

が
あ

る
。

そ
の

他
ア

ジ
ア

 
 
韓

国
で

は
、

景
気

は
下

げ
止

ま
り

の
兆

し
が

み
ら

れ
る

。
台

湾
で

は
、

景
気

は
減

速
し

て
い

る
。

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

で
は

、
景

気
は

緩
や

か
に

回
復

し
て

い
る

。
タ

イ
で

は
、

景
気

は
こ

の
と

こ
ろ

持
ち

直
し

て
い

る
。

イ
ン

ド
で

は
、

景
気

は
持

ち
直

し
て

い
る

。

 
 
韓

国
で

は
、

景
気

は
下

げ
止

ま
り

の
兆

し
が

み
ら

れ
る

。
台

湾
で

は
、

景
気

は
減

速
し

て
い

る
。

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

で
は

、
景

気
は

緩
や

か
に

回
復

し
て

い
る

。
タ

イ
で

は
、

景
気

は
こ

の
と

こ
ろ

持
ち

直
し

て
い

る
。

イ
ン

ド
で

は
、

景
気

は
緩

や
か

に
回

復
し

て
い

る
。

ヨ ロ パ 地 域

ユ
ー

ロ
圏

　
ユ

ー
ロ

圏
で

は
、

景
気

は
持

ち
直

し
に

足
踏

み
が

み
ら

れ
る

。
ド

イ
ツ

に
お

い
て

は
、

景
気

は
足

踏
み

状
態

に
あ

る
。

　
先

行
き

に
つ

い
て

は
、

緩
や

か
な

持
ち

直
し

が
続

く
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

た
だ

し
、

金
融

引
締

め
や

エ
ネ

ル
ギ

ー
情

勢
に

伴
う

影
響

等
に

よ
る

下
振

れ
リ

ス
ク

に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。

　
ユ

ー
ロ

圏
で

は
、

景
気

は
足

踏
み

状
態

に
あ

る
。

ド
イ

ツ
に

お
い

て
は

、
景

気
は

足
踏

み
状

態
に

あ
る

。
　

先
行

き
に

つ
い

て
は

、
足

踏
み

状
態

が
続

く
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
。

た
だ

し
、

金
融

引
締

め
や

エ
ネ

ル
ギ

ー
情

勢
に

伴
う

影
響

等
に

よ
る

下
振

れ
リ

ス
ク

に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。

　
英

国
で

は
、

景
気

は
足

踏
み

状
態

に
あ

る
。

　
先

行
き

に
つ

い
て

は
、

足
踏

み
状

態
が

続
く

と
見

込
ま

れ
る

。
た

だ
し

、
金

融
引

締
め

に
伴

う
影

響
等

に
よ

る
下

振
れ

リ
ス

ク
に

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

　
英

国
で

は
、

景
気

は
足

踏
み

状
態

に
あ

る
。

　
先

行
き

に
つ

い
て

は
、

足
踏

み
状

態
が

続
く

と
見

込
ま

れ
る

。
た

だ
し

、
金

融
引

締
め

に
伴

う
影

響
等

に
よ

る
下

振
れ

リ
ス

ク
に

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。
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ア
メ

リ
カ



　

④
設
備
投
資
は
緩
や
か
に
持
ち
直
し

製
造
業

：
景
況
指
数
は
低
下

非
製
造
業
：
景
況
指
数
は
低
下

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

1
4

7
1
0

1
4

7
1
0

1
4

5

2
02
1

2
2

2
3

製
造
業

（
新
規
受
注
）

５
月
：
4
2.
6

製
造
業

（
総
合
）

５
月
：
4
6.
9

非
製
造
業

（
総
合
）

５
月
：
5
0.
3

（
Ｄ
Ｉ
）

（
月
）

（
年
）

⑤
生
産
は
お
お
む
ね
横
ば
い

⑥
財
輸
出
は
お
お
む
ね
横
ば
い

（
備
考
）
コ
ア
資
本
財
受
注
は
３
か
月
移
動
平
均
値

。

-
8

-
6

-
4

-
202468

2
01
81
9
2
0
2
1
2
2

民
間
設
備
投
資

2
2年

＋
3
.9
％

(前
年
比
、
％

)

7
0

8
0

9
0

1
00

1
10

1
20

1
30

7
0

8
0

9
0

1
00

1
10

1
20

1
30

1
4

7
1
0

1
4

7
1
0

1
4

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

2
02
1

2
2

2
3

(
20
19
年

10
－

12
月
＝

10
0)

コ
ア
資
本
財

受
注
（
目
盛
右
）

４
月
：
前
月
比
＋
0
.2
％

構
築
物
投
資

(
20
20
年
１
月
＝

10
0) （

月
）

（
期
）

（
年
）

機
械
・
機
器

投
資

知
的
財
産

投
資

民
間
設
備
投
資
（
前
期
比
年
率
）

2
3年

Ⅰ
＋
1
.4
％

民
間
設
備
投
資

（
年
）

1
,0
00

1
,2
00

1
,4
00

1
,6
00

1
,8
00

2
,0
00

2
,2
00

2
,4
00

2
,6
00

2
,8
00

3
,0
00

-
1,
10
0

-
90
0

-
70
0

-
50
0

-
30
0

1
4

7
1
0

1
4

7
1
0

1
4

2
02
1

2
2

2
3

（
月
）

（
年
）

財
・
サ
ー
ビ
ス

貿
易
収
支

財
輸
入

(目
盛
右

) 財
輸
出
（
目
盛
右
）

４
月
：
前
月
比
▲
5
.6
％

（
億
ド
ル
）

（
備
考
）
財
輸
出
入
は
通
関
ベ
ー
ス
(実

質
)、

財
・
サ
ー
ビ
ス
貿
易
収
支
は
国
際
収
支
ベ
ー
ス
(名

目
)。

（
億
ド
ル
）

1
.4

1
.6

1
.8

2
.0

2
.2

2
.4

2
.6

2
.8

3
.0

-
1.
0

-
0.
9

-
0.
8

-
0.
7

-
0.
6

-
0.
5

-
0.
4

2
01
8

1
9

2
0

2
1

2
2
（
年
）

財
・
サ
ー
ビ
ス

貿
易
収
支

財
輸
入

(目
盛
右

)

財
輸
出

(目
盛
右

)

（
兆
ド
ル
）

（
兆
ド
ル
）

9
0

9
5

1
00

1
05

1
4

7
1
0

1
4

7
1
0

1
4
5

2
02
1

2
2

2
3

鉱
工
業
生
産
指
数

（
製
造
業
)

鉱
工
業
生
産

指
数

（
総
合
)

鉱
工
業
生
産
指
数

（
総
合
）
５
月
：
前
月
比
▲
0
.2
％

（
製
造
業
）
５
月
：
前
月
比
＋
0
.1
％

（
2
01
7年

＝
1
00
）

7
2

7
4

7
6

7
8

8
0

8
2

1
4

7
1
0
1

4
7
1
0
1

45

2
02
1

2
2

2
3

設
備
稼
働
率

（
製
造
業
）

５
月
：

7
8.
4％

設
備
稼
働
率

（
製
造
業
）

（
％
）

（
月
）

（
年
）

（
月
）

（
年
）





中
国

：
２

．
ア

ジ
ア

地
域

-
20

-
100

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

1
- 2

4
7

1
0

1
- 2

4
7

1
0

1
- 2

4
5

2
02

1
2
2

2
3

（
前
年
比

、
％
）

輸
出

５
月

:
 ▲

7
.5

輸
入

５
月

:
 ▲

4
.5

②
輸
出
は
持
ち
直
し
の
動
き
に
足
踏
み

○
中
国
で
は
、
景
気
は
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

①
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率

（
備
考
）
1．

輸
出
入
と
も
ド
ル
ベ
ー
ス
の
金
額
。

2．
春
節

(旧
正
月
)休

暇
は
、
1
9年

２
月
４
～
1
0日

、
2
0年

１
月
2
4～

２
月
２
日
、

21
年
２
月

11
～

17
日
、
2
2年

１
月
3
1日

～
２
月
６
日
、
23
年
１
月

21
日
～

27
日
。

（
備
考
）
前
期
比
の
グ
ラ
フ
の
（

）
内
の
数
値
は
内
閣
府
に
よ
る
年
率
換
算
。

製
造
業
購
買
担
当
者
指
数
（
Ｐ
Ｍ
Ｉ
）
は
こ
の
と
こ
ろ
持
ち
直
し
の
動
き
に
足
踏
み

（
備
考
）
1
. 
国
家
統
計
局
、
財
新
/Ｓ

＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ
ル
よ
り
作
成
。
財
新
は
中
国
の
経
済
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、

Ｓ
＆

Ｐ
グ
ロ
ー
バ
ル
社
と
の
共
同
調
査
に
よ
り
、
独
自
に
Ｐ
Ｍ
Ｉ
を
発
表
し
て
い
る
。

2．
製
造
業
・
非
製
造
業
の
業
況
に
関
わ
る
各
項
目
に
つ
い
て
企
業
調
査
を
行
い
、
各
々
が
前
月
に

比
べ

て
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
を
集
計
。

3
. 
統
計
対
象
社
数
は
、
国
家
統
計
局
が
3
,0
00
社

(製
造
業
）
、
4
,0
00
社
（
非
製
造
業
）
、

財
新

/Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ
ル
が
5
00
社
以
上
。

貨
物
輸
送
（
自
動
車
、
鉄
道
）

（
月
）

（
年
）

2
5

3
0

3
5

4
0

4
5

5
0

5
5

6
0

1
4

7
1
0

1
4

7
1
0

1
4

5

2
02
1

2
2

2
3

（
ポ
イ
ン

ト
）

改
善

悪
化

国
家
統
計
局
Ｐ
Ｍ
Ｉ

（
非
製
造
業
）
５
月
:
 5
4.
5

国
家
統
計
局
Ｐ
Ｍ
Ｉ

（
製
造
業
）
５
月
:
 4
8.
8

財
新
/Ｓ

＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｐ
Ｍ
Ｉ

（
製
造
業
）
５
月
:
 5
0.
9

-
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-
1001
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

1
- 2

4
7

1
0

1
- 2

4
7

1
0

1
- 2

4

2
02
1

2
2

2
3

（
前
年
比

、
％
）

（
期

/
月

）
（

年
）

（
備
考
）
輸
送
量
ベ
ー

ス
の
前
年
比
。



-
30

-
20

-
1001
0

2
0

3
0

4
0

1
- 2

4
7

1
0

1
- 2

4
7

1
0

1
- 2

4
5

2
02

1
2
2

2
3

（
前
年
比

、
％
）

電
力
生
産

５
月
:
 5
.6

鉱
工
業
生
産
（
全
体
）

５
月
:
 3
.5

③
消
費
は
持

（

-
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-
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-
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-
100

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

1
- 2

4
7

1
0

1
- 2

4
7

1
0

1
- 2

4
5

2
02
1

2
2

2
3

（
前
年
比

、
％

）

実
質

３
月
:
 ▲

0
.6

名
目

５
月
:
 1
2.
7

（
備
考
）
2
2年

４
月
以
降
の
実
質
値
は
未
公
表
。

④
生
産
は
持
ち
直
し
の
動
き

⑤
固
定
資
産
投
資
は
こ
の
と
こ
ろ
伸
び
が
低
下

-
50

-
30

-
101
0

3
0

5
0

7
0

9
0

1
-2

7
1
-2

7
1
-2

5

2
02

1
2
2

2
3

（
前
年
比

、
％
）

乗
用
車
販

売
台
数

-
20

-
100

1
0

2
0

3
0

4
0

1
- 2

4
7

1
0

1
- 2

4
7

1
0

1
- 2

4
5

2
02
1

2
2

2
3

（
前
年
比

（
年
初
来
累

計
）
、

％
）

4
.0

4
.5

5
.0

5
.5

6
.0

6
.5

7
.0

1
4

7
1
0

1
4

7
1
0

1
45

2
02
1

2
2

2
3

（
％
）

都
市

部
調

査
失

業
率

鉱
工
業
生
産

都
市
部
調
査
失
業
率
は
お
お
む
ね
横
ば
い

乗
用
車
販
売
台
数
は
持
ち
直
し
の
動
き

社
会
消
費
品
小
売
総
額

▲
0
.
0
54
.
9
4 1
.
5
2

▲
0
.
7
9

4
.
4
5

▲
0
.
5
4

▲
0
.
6
5▲

0
.
4
3

0
.
3
3

1
.
8
7

0
.
3
1 0
.
2
00
.
4
2

▲
20246

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
2
0
2
2

2
3

（
％
）

（
月

）

（
年

）

前
月
比
（
名
目
、
季
節
調
整
済
）

2
6.
4

（
備
考
）
乗
用
車
販
売
台
数
は
出
荷
ベ
ー
ス
。
年
間
販

売
台
数
（
前
年
比
）
は
、
2
0年

6
.0
％
減
、

2
1年

6
.5
％
増
、

22
年

9.
5％

増
。

不
動
産
開
発
投
資

１
-５

月
: 
▲

7.
2

イ
ン
フ
ラ
関
連

投
資

１
-５

月
: 

7.
5

固
定
資
産
投
資
（
名
目
）

１
-５

月
: 
4.
0

製
造
業
投
資

１
-５

月
: 
6.
0

0
.
7
2
0
.
5
7

▲
0
.
0
10
.
2
7
0
.
2
1
0
.
1
4 ▲
0
.
9
4

1
.
0
9

0
.
2
4

▲
0
.
3
3

▲
0
.
9
9

▲
0
.
8
2

0
.
1
1

▲
2

▲
1012

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
2
0
2
2

2
3

（
％
）

（
月
）

（
年
）

前
月
比
（
季
節
調
整
済
）

（
期
/月

）
（
年
）

（
月
）

（
年
）

（
期
/月

）
（
年
）

（
期
/月

）

（
年
）

（
期
/月

）
（
年
）

③
消
費
は
持
ち
直
し
て
い
る

5
.2

0
.
6
2
0
.
9
1 0
.
3
1 0
.
2
10
.
8
3

0
.
2
1

▲
0
.
3
1

0
.
0
6

0
.
3
1 0
.
2
70
.
2
8

▲
0
.
3
40
.
6
3

▲
2

▲
1012

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
2
0
2
2

2
3

（
月
）

（
年
）

前
月
比
（
季
節
調
整
済
）

（
％

）



-0
.8

-0
.6

-0
.4

-0
.20.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

5

20
21

22
23

（
月

）

（
年

）

（
前

月
比

、
％

）

1415161718192021
6.

1

6.
2

6.
3

6.
4

6.
5

6.
6

6.
7

6.
8

6.
9

7.
0

7.
1

7.
2

7.
3

7.
4

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

6

20
18

19
20

21
22

23

元
高

元
安

対
米

ド
ル 対
円

(目
盛

右
) 

（
円

/元
）

（
元

/米
ド

ル
、

逆
目

盛
）

新
築
住
宅
販
売
価
格
は
上
昇

（
備

考
）

一
級
、

二
級

、
三

級
都

市
平

均
は

、
該

当
す

る
都

市
の

価
格

指
数

の
単

純
平

均
。

-6-303691215

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

5

20
21

22
23

（
前

年
比

、
％

）

消
費

者
物

価
上

昇
率

（
食

品
）

消
費

者
物

価
上

昇
率

（
コ

ア
）

（
備

考
）

コ
ア
消

費
者

物
価

は
、

総
合

か
ら

食
品

と
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
除

い
た

も
の

。

⑥
消
費
者
物
価
上
昇
率
は
お
お
む
ね
横
ば
い

金
融
政
策
の
動
向

（
日

）
（

月
）

（
年

）

人
民
元
名
目
為
替
レ
ー
ト

（
備

考
）

1．
預

金
準
備

率
は
、

大
手

金
融

機
関

向
け

の
預

金
準

備
率

。
2．

Ｍ
Ｌ
Ｆ
と

は
中
期

貸
出

フ
ァ

シ
リ

テ
ィ

の
略

。
中

央
銀

行
か

ら
金

融
機

関
へ

の
資

金
供
給

手
段
の

一
つ

。
１

年
物

は
16
年

よ
り
実

施
。

3.
 Ｌ

Ｐ
Ｒ
と

は
最
優

遇
貸

出
金

利
の

略
。

中
央

銀
行

が
選

定
し

た
18
の

銀
行

か
ら

報
告
さ
れ

た
貸
出

金
利

の
加

重
平

均
値

。
19
年

よ
り

実
施
。

一
級

都
市

平
均

（
５

月
: 

0.
1％

）

二
級

都
市

平
均

（
５

月
: 

0.
2％

）
三

級
都

市
平

均

（
５

月
: 

0.
0％

）

生
産

者
物

価
上

昇
率

（
５

月
: 
▲

4.
6％

） 消
費

者
物

価
上

昇
率

（
総

合
）

（
５

月
: 

0.
2％

）

（
月

）

（
年

）

（
月

）

（
年

）

471013161922

12345678

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4
6

20
18

19
20

21
22

23

（
％

）
（

％
）

預
金

準
備

率
（

目
盛

右
）

2
3年

３
月

27
日

1
0.
75
％

に
引
下

げ
貸

出
基

準
金

利

（
１

年
物

）

預
金

基
準

金
利

（
１

年
物

）
Ｍ

Ｌ
Ｆ

金
利

（
１

年
物
）

2
3年

６
月

15
日

2
.6
5％

に
引
下

げ

Ｌ
Ｐ

Ｒ
金

利
（

１
年

物
）

2
3年

６
月

20
日

3
.5
5％

に
引

下
げ



そ
の

他
ア

ジ
ア

（
韓

国
、

台
湾

、
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
、

タ
イ

、
イ

ン
ド

）
：

 



　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

-
60

-
50

-
40

-
30

-
20

-
100

1
0

1
4

7
1
0

1
4

7
1
0

1
4

5

2
02
1

2
2

2
3

ユ
ー

ロ
圏 英

国

ド
イ

ツ

（
Ｄ
Ｉ
）

ユ
ー
ロ
圏

５
月
：
▲

17
.4

ド
イ
ツ

５
月
：
▲

13
.0

英
国

５
月
：
▲

27
.0

消
費

者
信

頼
感

指
数

（
月

）

（
年

）
（
備
考
）
１
．
家
計
の
財
政
状
況
、
経
済
情
勢
見
通
し
、
高
額
商
品
購
買
意
欲
に
つ
き
尋
ね
た
も
の
。

２
．
英
国
は
原
数
値
。

-
20

-
100

1
0

2
0

3
0

4
0

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

2
02
1

2
2

2
3

英
国

（
2
3年

Ｑ
１
：
0
.5
％
）

（
2
3年

４
月
：
前
月
比
0
.2
％
）

（
前
期
比

年
率
、

％
）

ユ
ー
ロ
圏

（
2
3年

Ｑ
１
：
▲
0
.4
％
）

ド
イ
ツ

（
2
3年

Ｑ
１
：
▲
1
.3
％
）

②
個
人
消
費

○
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

地
域

に
つ

い
て

は
、

ユ
ー

ロ
圏

で
は

、
景

気
は

足
踏

み
状

態
に

あ
る

。
ド

イ
ツ

に
お

い
て

は
、

景
気

は
足

踏
み

状
態

に
あ

る
。

英
国

で
は

、
景

気
は

足
踏

み
状

態
に

あ
る

。

9
0

9
2

9
4

9
6

9
8

1
00

1
02

1
04

1
06

1
08

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

2
02
1

2
2

2
3

ユ
ー
ロ
圏

英
国

ド
イ
ツ

＜
前
期
比
年
率
＞

ユ
ー
ロ
圏

23
年
Ｑ
１

▲
1.
1％

ド
イ
ツ

23
年
Ｑ
１

▲
4.
8％

英
国

23
年
Ｑ
１

0.
2％

(
指
数

、
2
0
21
年
=
1
00
)

個
人

消
費

(
期

)

(
年

)

-
10-
5051
0

1
5

2
0

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

2
02

1
2
2

2
3

フ
ラ
ン
ス

（
2
3年

Ｑ
１
：
0
.7
％
）

（
前
期
比

年
率
、

％
） <

22
年
（
前
年
比
）

>
フ
ラ
ン
ス

2
.5
％

ス
ペ
イ
ン

5
.5
％

イ
タ
リ
ア

3
.8
％

イ
タ
リ
ア

（
2
3年

Ｑ
１
：
2
.2
％
）

ス
ペ
イ
ン

（
2
3年

Ｑ
１
：
1
.9
％
）

②
個
人
消
費

ユ
ー
ロ
圏
：
お
お
む
ね
横
ば
い
と
な
っ
て
い
る

英
ー

国
：
弱
含
ん
で
い
る

①
Ｇ
Ｄ
Ｐ

ユ
ー
ロ
圏
：
2
3年

１
-
３
月
期
は
前
期
比
年
率
▲
0
.
4％

成
長

英
国
：
2
3年

１
-
３
月
期
は
前
期
比
年
率
0
.
5
％
成
長

-
15
0

-
10
0

-
500

5
0

1
00

1
50

1
4

7
1
0

1
4

7
1
0

1
4
5

2
02
1

2
2

2
3

（
前

年
同

月
比

、
％

）

乗
用

車
登

録
台

数

（
備
考
）
ユ
ー
ロ
圏
は
、
キ
プ
ロ
ス
、
マ
ル
タ
を

除
く
1
7か

国
ベ
ー
ス
。

（
月

）

（
年

）

＜
３
Ｍ
Ａ
前
年
同
月
比
＞

ユ
ー
ロ
圏

４
月
：

21
.0
％

ド
イ
ツ

５
月
：

16
.3
％

英
国

５
月
：

16
.2
％

ユ
ー
ロ
圏

（
前
年
同
月
比
４
月
：

1
9.
2％

）

英
国

（
同
５
月
：
1
6.
7％

） ド
イ
ツ

（
同
５
月
：
1
9.
2％

）

8
0

8
5

9
0

9
5

1
00

1
05

1
10

1
4

7
1
0

1
4

7
1
0

1
4

2
02

1
2
2

2
3

(
指
数

、

2
0
2
1年

=1
0
0)

実
質

小
売

売
上

（
除

自
動

車
）

＜
３
Ｍ
Ａ
前
月
比
＞

ユ
ー
ロ
圏

４
月
：
▲
0
.2
％

ド
イ
ツ

４
月

：
▲
0
.2
％

英
国

４
月
：

0
.1
％

ド
イ
ツ

（
同
４
月
：
0
.5
％
）

ユ
ー
ロ
圏

（
前
月
比
４
月
：
0
.0
％
）

英
国

（
同
４
月
：
0
.5
％
）

(
期

)

(
年

)
(
期

)

(
年

)

(
月

)

(
年

)

<
22
年
（
前
年
比
）

>
ユ
ー
ロ
圏

3
.4
％

英
国

4.
1％

ド
イ
ツ

1
.8
％



70809010
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

20
21

22
23

輸
出

額
(指

数
、
20
21
年
=1
00
)

＜
2
2
年

（
前

年
比
）

＞
ユ

ー
ロ

圏
1
8
.
2
％

ド
イ

ツ
1
4
.
3
％

英
国

2
8
.
0
％

（
備

考
）

１
．

ユ
ー

ロ
圏

は
圏

外
向

け
の

み
。

２
．

英
国

の
2
1
年

1
0
月

及
び

1
1
月

の
輸

出
増

、
2
2
年

１
月

の
輸

出
減

は
非

貨
幣

用
金

等
の

寄
与

に
よ
る

も
の

が
大

き
い

。

（
月
）

（
年
）

ド
イ

ツ
（

同
４

月
：

1
.
2
％

）

ユ
ー

ロ
圏

（
前

月
比

４
月

：
▲

3
.
2
％

）

英
国

（
同

４
月

：
2
.
1
％
）

＜
３

Ｍ
Ａ

前
月

比
＞

ユ
ー

ロ
圏

４
月

：
▲

0
.
9
％

ド
イ

ツ
４

月
：

▲
0
.
3
％

英
国

４
月

：
▲

2
.
0
％

③
設
備
投
資

ユ
ー
ロ
圏
：
機
械
設
備
投
資
は
持
ち
直
し
て
い
る

英
国
：
設
備
投
資
は
こ
の
と
こ
ろ
持
ち
直
し
て
い
る

9095

10
0

10
5

11
0

11
5

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

20
21

22
23

ド
イ
ツ

英
国

ユ
ー

ロ
圏

設
備

投
資

＜
前

期
比

年
率

＞
ユ

ー
ロ

圏
2
3
年

Ｑ
１

1
0
.
6
％

ド
イ

ツ
2
3
年

Ｑ
１

1
3
.
6
％

英
国

2
3
年

Ｑ
１

3
.
0
％

(指
数
、
20
21
年
=1
00
)

（
期
）

（
年
）

（
備

考
）

１
．

ユ
ー

ロ
圏

及
び

ド
イ

ツ
は

公
的

部
門

を
含

む
機

械
設

備
投

資
。

２
．

英
国

は
民

間
の

設
備

投
資

（
住

宅
は

含
ま

な
い

）
。

④
輸
出

ユ
ー
ロ
圏
：
輸
出
は
持
ち
直
し
に
足
踏
み

英
ー

国
：
輸
出
は
お
お
む
ね
横
ば
い

40455055606570

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4
5

20
21

22
23

ド
イ
ツ

＜
５

月
Ｐ

Ｍ
Ｉ

＞
ユ

ー
ロ

圏
4
4
.
8

ド
イ

ツ
4
3
.
2

英
国

4
7
.
1

英
国

ユ
ー

ロ
圏

（
Ｄ
Ｉ
）

製
造
業
購
買
担
当
者
指
数
（
Ｐ
Ｍ
Ｉ
）

⑤
生
産

ユ
ー
ロ
圏
：
生
産
は
横
ば
い
と
な
っ
て
い
る

英
ー

国
：
生
産
は
お
お
む
ね
横
ば
い

9092949698

10
0

10
2

10
4

10
6

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

20
21

22
23

(指
数
、
20
21
年
=1
00

)
鉱

工
業
生

産

＜
2
2
年

（
前

年
比

）
＞

ユ
ー

ロ
圏

2
.
3
％

ド
イ

ツ
▲

0
.
3
％

英
国

▲
2
.
8
％

（
月

）

（
年
）

英
国

（
同

４
月

：
▲

0
.
3
％

）
＜

３
Ｍ

Ａ
前

月
比

＞
ユ

ー
ロ

圏
４

月
：

▲
0
.
5
％

ド
イ

ツ
４

月
：

▲
0
.
1
％

英
国

４
月

：
0
.
1
％

ユ
ー

ロ
圏

（
前

月
比

４
月
：

1
.
0
％

）

ド
イ

ツ
（

同
４

月
：

0
.
0
％

）

303540455055606570

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4
5

20
21

22
23

ド
イ

ツ
＜

５
月

Ｐ
Ｍ

Ｉ
＞

ユ
ー

ロ
圏

5
5
.
1

ド
イ

ツ
5
7
.
2

英
国

5
5
.
2

英
国

ユ
ー

ロ
圏

（
Ｄ

Ｉ
）

サ
ー
ビ
ス
業
購
買
担
当
者
指
数
（
Ｐ
Ｍ
Ｉ
）

（
月

）

（
年

）
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.
4

5
.
2

1
.
9

前
年

比
-

-
3
.
5

1
.
7

前
年

比
8
.
8

6
.
8

-
-

-
四

半
期

の
み

ト
ル

コ
8
,
5
2
8

9
0
6

1
0
.
6

1
1
.
4

5
.
6

3
.
5

4
.
0

前
年

比
1
7
.
8

5
.
7

0
.
7

▲
 
1
.
0

前
年

比
1
2
.
0

1
0
.
5

1
0
.
3

1
0
.
0

原
数

値

サ
ウ
ジ

ア
ラ
ビ
ア

3
,
4
7
9

1
,
1
0
8

3
1
.
8

3
.
9

8
.
7

5
.
5

3
.
8

前
年

比
-

-
-

-
-

6
.
6

-
-

-
四

半
期

の
み

南
ア

フ
リ

カ
6
,
0
6
0

4
0
6

6
.
7

4
.
7

1
.
9

▲
 
1
.
1

0
.
4

前
期

比
年

率
6
.
5

▲
 
0
.
2

▲
 
2
.
1

4
.
2

前
年

比
3
4
.
3

3
3
.
5

-
-

-
暦
年
の
み

　
　

　
 
　

３
．

Ｇ
Ｄ

Ｐ
、

鉱
工

業
生

産
の

前
月

（
期

）
比

、
失

業
率

は
特

に
断

り
の

な
い

限
り

季
節

調
整

値
。

　
　

　
 
　

４
．

2
0
2
1
年

お
よ

び
2
0
2
2
年

の
暦

年
の

失
業

率
は

、
イ

タ
リ

ア
は

内
閣

府
計

算
値

。

　
　

　
　

 
２

．
イ

ン
ド

は
年

度
（

４
月

～
３

月
）

の
数

値
。

（
備

考
）

１
．

各
国

統
計

よ
り

作
成

。
人

口
、

名
目

G
D
P
、

1
人

当
た

り
G
D
P
に

つ
い

て
は

I
M
F
、

ユ
ー

ロ
ス

タ
ッ

ト
よ

り
作

成
。

国
・

地
域

名

実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
（
％
）

鉱
工
業

生
産
（
％
）

2
0
2
2
年

備
考

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

備
考

2
3
年

失
業
率
（
％
）

2
0
2
2
年

2
0
2
2
年

2
0
2
2
年

2
0
2
1
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

備
考

2
3
年



主
要

経
済

指
標

の
国

際
比

較
（

２
）

（
参

考
）

国
際

機
関

の
実

質
Ｇ

Ｄ
Ｐ

見
通

し
（

％
）

2
3
年

7
-
9
月

1
0
-
1
2
月

1
-
3
月

3
月

4
月

5
月

▲
 
6
.
2

▲
 
7
.
8

2
5
5
.
4

2
6
1
.
3

(
▲
5
.
5
)

(
▲
8
.
8
)

(
2
1
2
.
3
)

(
2
1
7
.
0
)

ア
メ

リ
カ

4
.
7

8
.
0

8
.
3

7
.
1

5
.
8

5
.
0

4
.
9

4
.
0

▲
 
1
1
.
6

▲
 
5
.
5

1
2
6
.
4

1
2
1
.
7

▲
 
3
.
6

▲
 
3
.
6

1
.
6

1
.
1

1
.
6

1
.
0

カ
ナ

ダ
3
.
4

6
.
8

7
.
2

6
.
7

5
.
2

4
.
3

4
.
4

▲
 
4
.
4

▲
 
0
.
7

1
1
5
.
1

1
0
6
.
6

▲
 
0
.
3

▲
 
0
.
4

1
.
5

1
.
5

1
.
4

1
.
4

ユ
ー

ロ
圏

2
.
6

8
.
4

9
.
3

1
0
.
0

8
.
0

6
.
9

7
.
0

6
.
1

▲
 
5
.
4

▲
 
3
.
8

9
4
.
9

9
0
.
9

2
.
3

▲
 
0
.
7

0
.
8

1
.
4

0
.
9

1
.
5

ド
イ

ツ
3
.
1

6
.
9

7
.
3

8
.
6

8
.
3

7
.
4

7
.
2

6
.
1

▲
 
3
.
7

▲
 
2
.
6

6
8
.
6

6
6
.
5

7
.
7

4
.
2

▲
 
0
.
1

1
.
1

▲
 
0
.
0

1
.
3

フ
ラ

ン
ス

1
.
6

5
.
2

5
.
9

6
.
1

6
.
0

5
.
7

5
.
9

5
.
1

▲
 
6
.
5

▲
 
4
.
9

1
1
2
.
6

1
1
1
.
1

0
.
4

▲
 
1
.
7

0
.
7

1
.
3

0
.
8

1
.
3

イ
タ

リ
ア

1
.
9

8
.
1

8
.
4

1
1
.
8

9
.
0

7
.
6

8
.
2

7
.
6

▲
 
9
.
0

▲
 
8
.
0

1
4
9
.
8

1
4
4
.
7

3
.
0

▲
 
0
.
7

0
.
7

0
.
8

1
.
2

1
.
0

ス
ペ

イ
ン

3
.
1

8
.
4

1
0
.
1

6
.
6

5
.
0

3
.
3

4
.
1

3
.
2

▲
 
6
.
9

▲
 
4
.
5

1
1
8
.
4

1
1
2
.
0

1
.
0

1
.
1

1
.
5

2
.
0

2
.
1

1
.
9

英
国

2
.
6

9
.
1

1
0
.
0

1
0
.
8

1
0
.
2

1
0
.
1

8
.
7

▲
 
8
.
3

▲
 
6
.
3

1
0
8
.
1

1
0
2
.
6

▲
 
1
.
5

▲
 
5
.
6

▲
 
0
.
3

1
.
0

0
.
3

1
.
0

ス
イ

ス
0
.
6

2
.
8

3
.
4

2
.
9

3
.
2

2
.
9

2
.
6

2
.
2

▲
 
0
.
5

0
.
2

4
1
.
5

3
9
.
1

7
.
9

9
.
8

0
.
8

1
.
8

0
.
6

1
.
2

ロ
シ

ア
6
.
7

1
3
.
8

1
4
.
3

1
2
.
2

8
.
6

3
.
5

2
.
3

2
.
5

0
.
8

▲
 
2
.
2

1
6
.
5

1
9
.
6

6
.
7

1
0
.
3

0
.
7

1
.
3

▲
 
1
.
5

▲
 
0
.
4

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
2
.
9

6
.
6

7
.
3

7
.
8

7
.
0

6
.
3

6
.
8

▲
 
6
.
3

▲
 
3
.
3

5
7
.
6

5
5
.
7

3
.
0

1
.
2

1
.
6

1
.
7

1
.
8

1
.
4

中
国

0
.
9

2
.
0

2
.
7

1
.
8

1
.
3

0
.
7

0
.
1

0
.
2

▲
 
6
.
0

▲
 
7
.
5

7
1
.
8

7
7
.
1

1
.
8

2
.
3

5
.
2

4
.
5

5
.
4

5
.
1

韓
国

2
.
5

5
.
1

5
.
9

5
.
2

4
.
7

4
.
2

3
.
7

3
.
3

▲
 
0
.
0

▲
 
0
.
9

5
1
.
3

5
4
.
3

4
.
7

1
.
8

1
.
5

2
.
4

1
.
5

2
.
1

台
湾

2
.
0

2
.
9

2
.
9

2
.
6

2
.
6

2
.
4

2
.
3

2
.
0

▲
 
2
.
1

▲
 
0
.
5

3
0
.
1

2
7
.
5

1
4
.
8

1
3
.
4

2
.
1

2
.
6

－
－

香
港

1
.
6

1
.
9

2
.
7

1
.
8

1
.
9

1
.
7

2
.
1

2
.
0

0
.
0

▲
 
7
.
1

1
.
9

4
.
3

1
1
.
8

1
0
.
7

3
.
5

3
.
1

－
－

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

2
.
3

6
.
1

7
.
3

6
.
6

6
.
1

5
.
5

5
.
7

1
.
2

0
.
4

1
4
7
.
7

1
3
4
.
2

1
8
.
0

1
9
.
3

1
.
5

2
.
1

－
－

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

1
.
6

4
.
2

5
.
2

5
.
5

5
.
2

5
.
0

4
.
3

4
.
0

▲
 
4
.
5

▲
 
2
.
3

4
1
.
1

3
9
.
9

0
.
3

1
.
0

5
.
0

5
.
1

4
.
7

5
.
1

マ
レ

ー
シ

ア
2
.
5

3
.
4

4
.
5

3
.
9

3
.
6

3
.
4

3
.
3

▲
 
5
.
8

▲
 
5
.
3

6
9
.
3

6
6
.
3

3
.
8

2
.
6

4
.
5

4
.
5

－
－

フ
ィ

リ
ピ

ン
3
.
9

5
.
8

6
.
5

7
.
9

8
.
3

7
.
6

6
.
6

6
.
1

▲
 
6
.
3

▲
 
5
.
2

5
7
.
0

5
7
.
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▲
 
1
.
5

▲
 
4
.
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6
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0

5
.
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－

タ
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7
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.
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.
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▲
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▲
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▲
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イ
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1
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.
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.
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▲
 
9
.
6

▲
 
9
.
6

8
4
.
7

8
3
.
1

▲
 
1
.
2

▲
 
2
.
6

5
.
9

6
.
3

6
.
0

7
.
0

ブ
ラ

ジ
ル

8
.
3

9
.
3

8
.
6

6
.
1

5
.
3

4
.
7

4
.
2

3
.
9

▲
 
4
.
3

▲
 
4
.
6

9
0
.
7

8
5
.
9

▲
 
2
.
8

▲
 
2
.
9

0
.
9

1
.
5

1
.
7

1
.
2

メ
キ

シ
コ

5
.
7

7
.
9

8
.
5

8
.
0

7
.
5

6
.
9

6
.
3

5
.
8

▲
 
3
.
9

▲
 
4
.
4

5
8
.
7

5
6
.
0

▲
 
0
.
6

▲
 
0
.
9

1
.
8

1
.
6

2
.
6

2
.
1

ア
ル

ゼ
ン

チ
ン

4
8
.
1

7
0
.
7

7
7
.
5

9
1
.
7

1
0
1
.
9

1
0
4
.
3

1
0
8
.
8

1
1
4
.
2

▲
 
4
.
3

▲
 
3
.
9

8
0
.
9

8
4
.
5

1
.
4

▲
 
0
.
7

0
.
2

2
.
0

▲
 
1
.
6

1
.
1

ト
ル

コ
1
9
.
6

7
2
.
3

8
1
.
1

7
8
.
1

5
4
.
5

5
0
.
5

4
3
.
7

3
9
.
6

▲
 
4
.
0

▲
 
1
.
6

4
1
.
8

3
1
.
2

▲
 
0
.
9

▲
 
5
.
4

2
.
7

3
.
6

3
.
6

3
.
7

サ
ウ

ジ
ア

ラ
ビ

ア
3
.
1

2
.
5

2
.
9

3
.
1

3
.
0

2
.
7

2
.
7

2
.
8

▲
 
2
.
3

2
.
5

2
8
.
8

2
2
.
6

5
.
1

1
3
.
8

3
.
1

3
.
1

－
－

南
ア

フ
リ

カ
4
.
6

6
.
9

7
.
6

7
.
4

7
.
0

7
.
1

6
.
8

▲
 
5
.
6

▲
 
4
.
5

6
9
.
0

7
1
.
0

3
.
7

▲
 
0
.
5

0
.
1

1
.
8

0
.
3

1
.
0

（
備

考
）

１
．

各
国

統
計

よ
り

作
成

。
た

だ
し

、
一

般
政

府
財

政
収

支
、

一
般

政
府

債
務

残
高

、
経

常
収

支
に

つ
い

て
は

特
に

断
り

の
な

い
限

り
I
M
F
よ
り

作
成

。
2
.
8

3
.
0

2
.
7

2
.
9

　
　

　
　

 
２

．
日

本
の

財
政

収
支

及
び

債
務

残
高

の
カ

ッ
コ

内
は

、
国

・
地

方
合

計
の

年
度

（
４

月
～

３
月

）
の

値
。

内
閣

府
よ

り
作

成
。

（
出

所
）

I
M
F
"
W
o
r
l
d
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
O
u
t
l
o
o
k
"
（

2
3
年

４
月

）

　
　

 
　

　
３

．
イ

ン
ド

は
年

度
（

４
月

～
３

月
）

の
数

値
。

2
.
1

1
.
3

1
.
0

1
.
3

1
.
1

　
　

　

2
0
2
4
年

2
0
2
1
年

　
　

　
　

O
E
C
D
"
E
c
o
n
o
m
i
c
 
O
u
t
l
o
o
k
"
（

2
3
年

６
月

）

世
界

国
・

地
域

名

消
費

者
物

価
（

前
年

比
％
）

一
般

政
府

財
政

収
支

(
名

目
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
％

)

2
2
年

2
3
年

3
.
9

日
本

▲
 
0
.
2

2
.
5

2
.
9

3
.
9

3
.
6

3
.
2

3
.
5

Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ

，
2
0
2
3
年

６
月

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

Ｉ
Ｍ

Ｆ
，

2
0
2
3
年

４
月

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

2
0
2
3
年

一
般

政
府

債
務

残
高

（
名

目
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
％

）
経

常
収

支
（

名
目

Ｇ
Ｄ

Ｐ
比

％
）

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
2
年



委
員
か
ら
の
追
加
要
望
資
料

参
考
資
料
N
o
.1



価
格

交
渉

促
進

月
間

（
20

23
年

３
月

）
フォ

ロ
ー

ア
ップ

調
査

の
結

果
に

つ
い

て

１

令
和

5年
6月

20
日

中
小

企
業

庁

KIXBH
テキスト ボックス
一部抜粋・一部改変



価
格

交
渉

促
進

月
間

、フ
ォロ

ー
ア

ップ
調

査
の

概
要

①
ア

ン
ケ

ー
ト調

査
○

調
査

対
象

中
小
企
業
等
に
、発

注
側
の
親
事
業
者
（
最
大
3社

分
）
との
間
の
価
格
交
渉
や
価
格
転
嫁
に
関
す
る
ア
ンケ
ー
ト票

を送
付
。
業
種
毎
の
調

査
票
の
配
布
先
は
、経

済
セ
ンサ
ス
の
産
業
別
法
人
企
業
数
の
割
合
（
Bt
oC
取
引
が
中
心
の
業
種
を除

く）
を
参
考
に
して
抽
出
。

○
配
布
先
の
企
業
数

30
万
社

○
調
査
期
間

20
23
年
4月

7日
～
5月

31
日

○
回
答
企
業
数

17
,2
92
社
（
※
回
答
か
ら抽

出
され
る
発
注
側
企
業
数
は
延
べ
20
,7
22
社
）

○
回
収
率

5.
76
%
（
※
回
答
企
業
数
/配
布
先
の
企
業
数
）

（
参
考
：
20
22
年
9月

調
査

15
,1
95
社

10
.1
%
）

（
20
22
年
3月

調
査

13
,0
78
社

8.
7%

）

原
材
料
価
格
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
等
が
上
昇
す
る
中
、中

小
企
業
が
適
切
に
価
格
交
渉
・転
嫁
で
き
る
環
境
を
整

備
す
る
た
め
、2
02
1年

9月
よ
り、

毎
年

９
月

と3
月

を
「価

格
交

渉
促

進
月

間
」と
設
定
。

「月
間
」に
お
い
て
、価

格
交
渉
・転
嫁
の
要
請
、広

報
、講

習
会
等
を
実
施
。本

年
３

月
、西

村
経

産
大

臣
よ
り価

格
転

嫁
・価

格
交

渉
を

動
画

で
呼

び
か

け
。ま
た
、約

17
00

の
業

界
団

体
へ

経
産

大
臣

名
の

周
知

文
書

を
送

付
。

成
果
を
確
認
す
る
た
め
、各

「月
間
」の
終
了
後
、価

格
交

渉
、価

格
転

嫁
それ

ぞ
れ
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、中

小
企
業
か
ら「

①
ア

ン
ケ

ー
ト調

査
、②

下
請

Ｇ
メ

ン
に

よ
る

ヒア
リン

グ
」を
実
施
し、
「月
間
」の
結
果
とし
て
取
りま
とめ
。

②
下

請
G

メ
ン

に
よ

る
ヒア

リン
グ

調
査

○
調

査
対

象
地
域
特
性
や
業
種
バ
ラン
ス
に
配
慮
した
上
で
、過

去
の
ヒア
リン
グ
に
お
い
て
慣
習
等
に
よ
りコ
ス
トが
取
引
価
格
に
反
映
で
きて
い
な
い
状
況
や
発

注
側
企
業
との
間
で
十
分
な
価
格
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
等
が
見
られ
た
事
業
者
等
も
含
め
て
対
象
先
を
選
定
。

○
調
査
期
間

20
23
年
4月

17
日
～
4月

28
日

○
調
査
方
法

電
話
調
査

○
ヒア
リン
グ
件
数

約
2,
24
3社

２



価
格

交
渉

の
状

況

３
月

結
果

①
コス
ト上

昇
分
を
取
引
価
格
に
反
映
す
る
た
め
に
発
注
側
企
業
に
協
議
を
申
し入

れ
、

話
し合

い
に
応
じて
も
らえ
た
。も
しく
は
コス
ト上

昇
分
を
取
引
価
格
に
反
映
させ
る
た
め
に

発
注
側
企
業
か
ら協

議
の
申
し入

れ
が
あ
った
。

②
コス
トが
上
昇
して
い
な
い
た
め
、協

議
を
申
し入

れ
な
か
った
。

③
コス
トは
上
昇
して
い
る
が
自
社
で
吸
収
可
能
と判

断
し、
協
議
を
申
し入

れ
な
か
った
。

④
発
注
量
の
減
少
や
取
引
中
止
を
恐
れ
、協

議
を
申
し入

れ
な
か
った
。

⑤
発
注
企
業
に
協
議
を
申
し入

れ
た
が
、応

じて
も
らえ
な
か
った
。

⑥
取
引
価
格
を
減
額
す
る
た
め
に
、発

注
側
企
業
か
ら協

議
の
申
し入

れ
が
あ
った
。

も
しく
は
協
議
の
余
地
な
く一
方
的
に
取
引
価
格
を
減
額
され
た
。

９
月
結
果

①
コス
ト上

昇
分
を
取
引
価
格
に
反
映
す
る
た
め
に
発
注
側
企
業
に
協
議
を
申
し入

れ
、話

し合
い
に
応
じて

貰
え
た
。

②
コス
ト上

昇
分
を
取
引
価
格
に
反
映
させ
る
必
要
が
な
い
か
、発

注
側
企
業
か
らの
声
か
け
が
あ
り、
話
し合

い
が
行
わ
れ
た
。

③
コス
トが
上
昇
して
い
な
い
た
め
、協

議
を
申
し入

れ
な
か
った
。

④
コス
トが
上
昇
して
い
る
が
、自

社
で
吸
収
可
能
と判

断
し、
協
議
を
申
し入

れ
な
か
った
。

⑤
コス
トが
上
昇
し、
自
社
で
吸
収
可
能
な
範
囲
を
超
え
て
い
る
とこ
ろ
、発

注
側
企
業
の
方
か
ら「
価
格
に
反

映
させ
る
必
要
が
無
い
か
」と
の
声
か
け
は
あ
った
が
、発

注
量
の
減
少
や
取
引
中
止
を
恐
れ
、自

社
か
ら協

議
を
申
し入

れ
な
か
った
。

⑥
コス
トが
上
昇
し、
自
社
で
吸
収
可
能
な
範
囲
を
超
え
て
い
る
とこ
ろ
、発

注
側
企
業
の
方
か
らの
声
か
け
も

受
け
て
お
らず
、発

注
量
の
減
少
や
取
引
中
止
を
恐
れ
、自

社
か
ら協

議
を
申
し入

れ
な
か
った
。

⑦
コス
トが
上
昇
して
い
る
の
で
、発

注
側
企
業
に
協
議
を
申
し入

れ
た
が
、協

議
に
す
ら応

じて
も
らえ
な
か
った
。

⑧
取
引
価
格
を
減
額
す
る
た
め
に
、発

注
側
企
業
か
ら協

議
の
申
し入

れ
が
あ
った
。も
しく
は
、協

議
の
余
地

な
く一
方
的
に
取
引
価
格
を
減
額
され
た
。

問
.直

近
６

ヶ月
間

に
お

け
る

貴
社

と発
注

側
企

業
との

価
格

交
渉

の
協

議
に

つ
い

て
、御

回
答

くだ
さ

い
。

交
渉
で
き
た

58
.4

％

「価
格

交
渉

を
申

し入
れ

て
応

じて
貰

え
た

／
発

注
側

か
らの

声
か

け
で

交
渉

で
き

た
」割

合
は
前
回
調
査
（
昨
年
9月

）
よ
り増

加
（
58
.4
%
→
63
.4
%
）
す
る

な
ど、

価
格

交
渉

の
実

施
状

況
は

一
部

で
は

好
転
。

一
方
、「

発
注

側
か

ら交
渉

の
申

し入
れ

が
無

か
った

（
⑥

）
、協

議
に

応
じて

貰
え

な
か

った
（

⑦
）

、減
額

の
た

め
に

協
議

申
し入

れ
が

あ
った

（
⑧

）
」が

依
然

とし
て

約
16

％
あ
り、

二
極

化
が

進
行
。

な
お
、「

コス
ト上

昇
せ

ず
価

格
交

渉
を

申
し入

れ
な

か
った

」割
合

（
③

）
は

減
少
（
13
.4
%
→
7.
7%

）
して
お
り、
コス
ト上

昇
の
影
響
は
拡
大
。

３



①
10
割

②
9割

、8
割
、7
割

③
6割

、5
割
、4
割

④
3割

、2
割
、1
割

９
月
結
果

価
格

転
嫁

の
状

況
①

【コ
ス

ト
全

般
】

ｎ
=
17
84
8

転
嫁
率
（
コ
ス
ト
全
体
）

：
4
6
.9
％

３
月

結
果

転
嫁

率
（

コス
ト全

体
）

：
47

.6
％

「コ
ス
ト上

昇
分
の
うち
何
割
を
価
格
転
嫁
で
き
た
か
」を
集
計
した

価
格

転
嫁

率
は

47
.6

％
、前

回
（
９
月
：
46
.9
％
）
に
比
し微

増
。

コス
ト上

昇
分
の
うち

高
い

割
合

（
10

割
、9

割
～

7割
）

を
価

格
転

嫁
で

き
た

回
答
（
①
・②
）
が

増
加
（
35
.6
%
→
39
.3
%
）
し、

転
嫁

状
況

は
一

部
で

は
好

転
。

他
方
で
、「

全
く転

嫁
で

き
な

い
（

⑤
）

＋
減

額
さ

れ
た

（
⑥

）
」割

合
も

増
加
（
20
.2
%
→
23
.5
%
）
して
お
り、

二
極

化
が

進
行

。
な
お
、「
コス
ト上

昇
せ
ず

価
格

改
定

（
値

上
げ

）
不

要
」の

割
合

（
⑦

）
は

減
少
（
14
.9
%
→
8.
4%

）
して
お
り、
コス
ト上

昇
の
影
響
は

拡
大
。

問
.直

近
６

ヶ月
間

の
全

般
的

な
コス

ト上
昇

分
の

うち
、何

割
を

価
格

に
転

嫁
で

き
た

と考
え

ま
す

か
。

⑤
0割

（
費
用
が
上
昇
して
い
る
中
、価

格
が
据
え
置
か
れ
て
い
る
場
合
等
）

⑥
マ
イナ
ス
（
費
用
が
上
昇
した
に
も
か
か
わ
らず
、逆

に
減
額
され
た

場
合
等
）

⑦
コス
トが
上
昇
して
い
な
い
た
め
、価

格
改
定
不
要

全
く価
格
転
嫁
で
き
な
い
/減
額

23
.5

％

高
い
割
合
で
転
嫁

39
.3

％
高
い
割
合
で
転
嫁

35
.6

％

全
く価
格
転
嫁
で
き
な
い
/減
額

20
.2

％

４



価
格

転
嫁

の
状

況
②

【コ
ス

ト
要

素
別

】
エ

ネ
ル

ギ
ー

コス
ト、

労
務

費
の
価
格
転
嫁
率
は
、そ
れ
ぞ
れ

約
5ポ

イ
ン

トの
上

昇
。

「一
部
だ
け
で
も
転
嫁
で
き
た
割
合
」

が
増
加
（
＋
約
８
ポ
イン
ト）
。
但
し、

原
材

料
費

の
転

嫁
率

よ
りは

約
1割

、低
い
水
準
。

原
材

料
費
の
転
嫁
率
は
、「
一
部
だ
け
で
も
転
嫁
で
き
た
割
合
」は
増
加
した
が
（
63
.2
%
→
66
.6
%
）
、「
転
嫁
０
割
」も
増
加

し（
16
.4
%
→
19
.5
%
）
、全

体
とし

て
は

横
ば

い
。

①
10
割

②
9割

、8
割
、7
割

③
6割

、5
割
、4
割

④
3割

、2
割
、1
割

⑤
0割

（
費
用
が
上
昇
して
い
る
中
、価

格
が
据
え
置
か
れ
て
い
る
場
合
等
）

⑥
マ
イナ
ス
（
費
用
が
上
昇
した
に
も
か
か
わ
らず
、逆

に
減
額
され
た

場
合
等
）

⑦
コス
トが
上
昇
して
い
な
い
た
め
、価

格
改
定
不
要

５



価
格

交
渉

状
況

の
業

種
別

ラ
ン

キ
ン

グ
（

価
格

交
渉

に
応

じた
業

種
）

順
位

2
0
2
2
年
9
月

順
位

2
0
2
3
年
3
月

１
位

石
油
製
品
・
石
炭
製
品
製
造

１
位

造
船
↑

２
位

鉱
業
・
採
石
・
砂
利
採
取

２
位

繊
維
↑

３
位

卸
売

３
位

食
品
製
造
↑

４
位

造
船

４
位

飲
食
サ
ー
ビ
ス
↑

５
位

機
械
製
造

５
位

建
材
・
住
宅
設
備
↑

６
位

食
品
製
造

６
位

卸
売
↓

７
位

繊
維

７
位

金
属
↑

８
位

紙
・
紙
加
工

８
位

電
機
・
情
報
通
信
機
器
↑

９
位

化
学

９
位

機
械
製
造
↓

１
０
位
電
機
・
情
報
通
信
機
器

１
０
位
紙
・
紙
加
工
↓

１
１
位
建
材
・
住
宅
設
備

１
１
位
製
薬
↑

１
２
位
金
属

１
２
位
化
学
↓

１
３
位
小
売

１
３
位
石
油
製
品
・
石
炭
製
品
製
造
↓

１
４
位
製
薬

１
４
位
小
売
↓

１
５
位
飲
食
サ
ー
ビ
ス

１
５
位
廃
棄
物
処
理
↑

１
６
位
印
刷

１
６
位
鉱
業
・
採
石
・
砂
利
採
取
↓

１
７
位
自
動
車
・
自
動
車
部
品

１
７
位
情
報
サ
ー
ビ
ス
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
↑

１
８
位
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道

１
８
位
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
→

１
９
位
建
設

１
９
位
建
設
→

２
０
位
不
動
産
・
物
品
賃
貸

２
０
位
自
動
車
・
自
動
車
部
品
↓

２
１
位
情
報
サ
ー
ビ
ス
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

２
１
位
印
刷
↓

２
２
位
広
告

２
２
位
不
動
産
・
物
品
賃
貸
↓

２
３
位
金
融
・
保
険

２
３
位
金
融
・
保
険
→

２
４
位
通
信

２
４
位
広
告
↓

２
５
位
廃
棄
物
処
理

２
５
位
放
送
コ
ン
テ
ン
ツ
↑

２
６
位
放
送
コ
ン
テ
ン
ツ

２
６
位
ト
ラ
ッ
ク
運
送
↑

２
７
位
ト
ラ
ッ
ク
運
送

２
７
位
通
信
↓

ー
そ
の
他

ー
そ
の
他

価
格
交
渉
に
応
じた
か
、回

答
を
点
数
評
価
し、

発
注

側
企

業
の

業
種

別
に

集
計

。

相
対

的
に

価
格

交
渉

に
応

じて
い

る
業

種
とし
て
は
、造

船
、繊

維
。応

じて
い

な
い

業
種
は

通
信

、ト
ラ

ック
運

送
、放

送
コン

テ
ン

ツ
。

【評
価
方
法
】

回
答
欄
選
択
肢

配
点

①
コス
ト上

昇
分
を
取
引
価
格
に
反
映
す
る
た
め
に
発
注
側
企
業
に
協
議
を
申
し

入
れ
、話

し合
い

に
応

じて
も

ら
え

た
。

②
コス
ト上

昇
分
を
取
引
価
格
に
反
映
させ
る
必
要
が
な
い
か
、発

注
側

企
業

か
ら

の
声

か
け
が
あ
り、
話
し合

い
が
行
わ
れ
た
。

１
０
点

③
コス
トが

上
昇

して
い

な
い
た
め
、協

議
を
申
し入

れ
な
か
った

５
点

④
コス
トが
上
昇
して
い
る
が
、自

社
で

吸
収

可
能

と判
断

し、
協

議
を

申
し入

れ
な

か
った

０
点

⑤
コス
トが
上
昇
し、
自
社
で
吸
収
可
能
な
範
囲
を
超
え
て
い
る
とこ
ろ
、発

注
側

企
業
の
方
か
ら「
価
格
に
反
映
させ
る
必
要
が
無
い
か
」と
の

声
か

け
は

あ
った
が
、

発
注
量
の

減
少

や
取

引
中

止
を

恐
れ

、自
社
か
ら協

議
を
申
し入

れ
な
か
った
。
ー
３
点

⑥
コス
トが
上
昇
し、
自
社
で
吸
収
可
能
な
範
囲
を
超
え
て
い
る
とこ
ろ
、発

注
側

企
業
の
方
か
らの

声
か

け
も

受
け

て
お

ら
ず
、発

注
量
の

減
少

や
取

引
中

止
を

恐
れ
、自

社
か
ら協

議
を
申
し入

れ
な
か
った
。

ー
５
点

⑦
コス
トが
上
昇
して
い
る
の
で
、発

注
側
企
業
に
協
議
を
申
し入

れ
た
が
、協

議
に
す
ら応

じて
も

ら
え

な
か

った
ー
７
点

⑧
取
引
価
格
を

減
額

す
る

た
め

に
、発

注
側
企
業
か
ら協

議
の
申
し入

れ
が
あ
っ

た
。も
しく
は
、協

議
の
余
地
な
く一

方
的

に
取

引
価

格
を

減
額
され
た

ー
１
０
点

中
小
企
業
に
、
主
要
な
発
注
側
企
業
（
最
大
３
社
）
と
の
間
の
、
直
近

６
ヶ
月
（
2
0
2
2
年
1
0
月
～
2
0
2
3
年
3
月
）
に
お
け
る
価
格
交
渉
の
状
況

に
つ
い
て
回
答
を
依
頼
。
得
ら
れ
た
回
答
を
、
発
注
側
の
企
業
ご
と
に
名
寄

せ
・
単
純
平
均
し
た
上
で
、
そ
の
発
注
企
業
が
属
す
る
業
種
毎
に
更
に
集

計
・
単
純
平
均
し
、
ラ
ン
キ
ン
グ
化
し
た
も
の
。

※
サ
ンプ
ル
数
が
50
以
下
の
業
種
は
その
他
とし
て
記
載
。

※
業
界
毎
の
順
位
や
数
値
は
、各

業
界
に
属
す
る
発
注
側
企
業
に
つ
い
て
の
回
答
の
点
数
を
平
均
し順

位
付
け
した
も
の
で
あ
り、
その
業
界
に
お
け
る
代
表
的
企
業
の
評
価
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。

※
表
中
、↑

↓
→
は
前
回
9月

調
査
と比

較
した
結
果
の
上
が
り下

が
りを
示
す
。

n=
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20
23

年
3月

コ
ス
ト
増
に

対
す
る
転
嫁
率

各
要
素
別
の
転
嫁
率

原
材

料
エ

ネ
ル

ギ
ー

労
務

費
①

全
体

↑
47

.6
%

↑
48

.2
%

↑
35

.0
%

↑
37

.4
%

1位
石

油
製

品
・石

炭
製

品
製

造
→

↑
57

.0
%

↓
50

.4
%

↑
45

.8
%

↑
45

.8
%

2位
卸

売
↑

↑
56

.9
%

↑
55

.5
%

↑
41

.5
%

↑
41

.7
%

3位
造

船
↑

↑
56

.1
%

↑
60

.1
%

↑
40

.5
%

↑
42

.1
%

4位
食

品
製

造
↑

↑
55

.8
%

↑
55

.2
%

↑
39

.9
%

↑
39

.3
%

5位
飲

食
サ

ー
ビ

ス
↑

↑
55

.6
%

↑
55

.8
%

↑
37

.3
%

↑
41

.4
%

6位
電

機
・情

報
通

信
機

器
→

↑
55

.4
%

↑
57

.1
%

↑
36

.7
%

↑
38

.8
%

7位
繊

維
↑

↑
54

.8
%

↑
54

.5
%

↑
38

.9
%

↑
38

.2
%

8位
小

売
↑

↑
53

.7
%

↑
53

.3
%

↑
38

.3
%

↑
39

.1
%

9位
化

学
↓

↑
53

.3
%

↓
56

.8
%

↑
39

.6
%

↑
39

.9
%

9位
建

材
・住

宅
設

備
↓

↑
53

.3
%

↓
53

.3
%

↑
36

.5
%

↑
37

.0
%

11
位

機
械

製
造

↓
↓

52
.2

%
↓

55
.7

%
↑

36
.5

%
↑

37
.5

%
11
位

紙
・紙

加
工

↑
↑

52
.2

%
↑

52
.3

%
↑

35
.9

%
↑

35
.0

%
13
位

金
属

↓
↑

50
.2

%
↓

52
.4

%
↑

38
.0

%
↑

36
.3

%
14
位

廃
棄

物
処

理
↑

↑
48

.5
%

↑
43

.6
%

↑
35

.9
%

↑
39

.6
%

15
位

製
薬

↓
↓

48
.4

%
↓

52
.4

%
→

40
.0

%
↑

38
.4

%
16
位

不
動

産
・物

品
賃

貸
↑

↑
46

.5
%

↓
45

.0
%

↑
36

.6
%

↑
41

.7
%

17
位

建
設

→
↓

44
.3

%
↑

45
.4

%
↑

35
.1

%
↑

40
.6

%
18
位

電
気

・ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
↓

↓
43

.0
%

↓
40

.1
%

↑
31

.5
%

↑
37

.7
%

19
位

印
刷

→
↓

42
.3

%
↓

41
.6

%
↑

26
.8

%
↑

31
.3

%
20
位

自
動

車
・自

動
車

部
品

→
↓

40
.7

%
↓

47
.4

%
↑

29
.9

%
↑

24
.3

%
21
位

金
融

・保
険

↑
↑

38
.9

%
↓

41
.7

%
↑

29
.8

%
↑

35
.3

%
22
位

鉱
業

・採
石

・砂
利

採
取

↓
↓

37
.2

%
↓

39
.2

%
↓

34
.5

%
↑

40
.2

%
23
位

情
報

サ
ー

ビ
ス

・ソ
フト

ウ
ェア

→
↓

36
.7

%
↓

21
.0

%
↑

18
.0

%
↓

45
.7

%
24
位

広
告

↓
↓

34
.0

%
↓

36
.4

%
↑

27
.8

%
↑

30
.8

%
25
位

通
信

↑
↑

33
.5

%
↑

33
.0

%
↑

26
.8

%
↑

34
.8

%
26
位

放
送

コン
テ

ン
ツ

↓
↓

22
.7

%
↑

24
.0

%
↑

19
.5

%
↓

21
.8

%
27
位

ト
ラ

ック
運

送
→

↓
19

.4
%

↑
17

.9
%

↑
19

.4
%

↑
18

.2
%

-
そ

の
他

↑
45

.0
％

↑
4.

41
％

↑
33

.1
％

↑
35

.8
％

価
格

転
嫁

状
況

の
業

種
別

ラ
ン

キ
ン

グ
（

価
格

転
嫁

に
応

じた
業

種
）

価
格
転
嫁
の
状
況
に
つ
い
て
、発

注
側
企
業
の
業
種
別
に
集
計
し、
転
嫁
率
順
に
並
べ
た
結
果
は
下
記
の
表
の
とお
り。

相
対

的
に

価
格

転
嫁

に
応

じて
い

る
業

種
とし
て
は
、石

油
製

品
・石

炭
製

品
、卸

売
。応

じて
い

な
い

業
種
は
、ト

ラ
ック

運
送

、放
送

コン
テ

ン
ツ

、通
信
。

※
サ
ンプ
ル
数
が
50
以
下
の
業
種
は
その
他
とし
て
記
載
。

※
業
界
毎
の
順
位
や
数
値
は
、各

業
界
に
属
す
る
発
注
側
企
業
に
つ
い
て
の
回
答
の
点
数
を
平
均
し順

位
付
け
した
も
の
で
あ
り、
その
業
界
に
お
け
る
代
表
的
企
業
の
評
価
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。

※
表
中
、↑

↓
→
は
前
回
9月

調
査
と比

較
した
結
果
の
上
が
り下

が
りを
示
す
。

※
要
素
別
の
回
答
形
式
の
た
め
、全

体
コス
トと
各
要
素
の
影
響
が
必
ず
しも
連
動
す
る
も
の
で
は
な
い
。

中
小
企
業
に
、
主
要
な
発
注
側
企
業
（
最
大
３
社
）
と
の
間
で
、
直
近

６
ヶ
月
（
2
0
2
2
年
1
0
月
～
2
0
2
3
年
3
月
）
の
コ
ス
ト
上
昇
分
の
う
ち
、

何
割
を
価
格
転
嫁
で
き
た
か
」
、
回
答
を
依
頼
。
得
ら
れ
た
回
答
を
、
発
注

側
の
企
業
ご
と
に
名
寄
せ
・
単
純
平
均
し
た
上
で
、
そ
の
発
注
企
業
が
属
す

る
業
種
毎
に
更
に
集
計
・
単
純
平
均
し
た
も
の
を
「
各
業
種
の
転
嫁
率
」
と

し
、
ラ
ン
キ
ン
グ
化
し
た
も
の
。

※
労
務
費
や
原
材
料
費
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
各
コ
ス
ト
に
つ
い
て
も
同
様
。

回
答
欄
選
択
肢

転
嫁
率

１
０
割

１
０
０
％
転
嫁
で
き
た
と計

算
（
10
点
）

９
割

９
０
％
（
9点

）
８
割

８
０
％
（
8点

）
７
割

７
０
％
（
7点

）
６
割

６
０
％
（
6点

）
５
割

５
０
％
（
5点

）
４
割

４
０
％
（
4点

）
３
割

３
０
％
（
3点

）
２
割

２
０
％
（
2点

）
１
割

１
０
％
（
1点

）
０
割

０
％
（
0点

）
マ
イナ
ス

ー
３
０
％
（
－
3点

）

【評
価
方
法
】

n=
20
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2 ７



（
参

考
）

価
格

転
嫁

業
種

別
【2

02
2年

9月
調

査
との

比
較

】

2
0
2
2
年
9
月

コ
ス
ト
増
に

対
す
る
転
嫁
率

各
要
素
別
の
転
嫁
率

20
23

年
3月

コ
ス
ト
増
に

対
す
る
転
嫁
率

各
要
素
別
の
転
嫁
率

原
材
料
費
エ
ネ
ル
ギ
ー

労
務
費

原
材
料
費

エ
ネ
ル
ギ
ー

労
務
費

①
全
体

4
6
.
9
%

4
8
.
1
%

2
9
.
9
%

3
2
.
9
%

①
全
体

↑
47

.6
%

↑
48

.2
%

↑
35

.0
%

↑
37

.4
%

② 業 種 別

1
位

石
油
製
品
・
石
炭
製
品
製
造

5
6
.
2
%

5
2
.
7
%

4
1
.
5
%

4
0
.
1
%

② 業 種 別

1
位

石
油

製
品

・石
炭

製
品

製
造

→
↑

57
.0

%
↓

50
.4

%
↑

45
.8

%
↑

45
.8

%
2
位

機
械
製
造

5
5
.
5
%

5
7
.
6
%

3
3
.
3
%

3
4
.
9
%
2
位

卸
売

↑
↑

56
.9

%
↑

55
.5

%
↑

41
.5

%
↑

41
.7

%
3
位

製
薬

5
5
.
3
%

5
5
.
2
%

4
0
.
0
%

3
6
.
7
%
3
位

造
船

↑
↑

56
.1

%
↑

60
.1

%
↑

40
.5

%
↑

42
.1

%
4
位

造
船

5
4
.
4
%

5
3
.
4
%

3
9
.
3
%

3
7
.
8
%
4
位

食
品

製
造

↑
↑

55
.8

%
↑

55
.2

%
↑

39
.9

%
↑

39
.3

%
5
位

卸
売

5
4
.
2
%

5
3
.
8
%

3
5
.
6
%

3
5
.
0
%
5
位

飲
食

サ
ー

ビ
ス

↑
↑

55
.6

%
↑

55
.8

%
↑

37
.3

%
↑

41
.4

%
6
位

電
機
・
情
報
通
信
機
器

5
3
.
2
%

5
6
.
3
%

3
0
.
1
%

3
5
.
6
%
6
位

電
機

・情
報

通
信

機
器

→
↑

55
.4

%
↑

57
.1

%
↑

36
.7

%
↑

38
.8

%
7
位

化
学

5
3
.
1
%

5
7
.
1
%

3
1
.
1
%

3
2
.
3
%
7
位

繊
維

↑
↑

54
.8

%
↑

54
.5

%
↑

38
.9

%
↑

38
.2

%
8
位

建
材
・
住
宅
設
備

5
2
.
7
%

5
3
.
4
%

3
2
.
5
%

3
3
.
4
%
8
位

小
売

↑
↑

53
.7

%
↑

53
.3

%
↑

38
.3

%
↑

39
.1

%
9
位

鉱
業
・
採
石
・
砂
利
採
取

5
2
.
0
%

4
4
.
5
%

3
7
.
3
%

3
1
.
4
%
9
位

化
学

↓
↑

53
.3

%
↓

56
.8

%
↑

39
.6

%
↑

39
.9

%
1
0
位
食
品
製
造

5
1
.
2
%

5
4
.
2
%

3
5
.
2
%

3
5
.
2
%
9
位

建
材

・住
宅

設
備

↓
↑

53
.3

%
↓

53
.3

%
↑

36
.5

%
↑

37
.0

%
1
1
位
金
属

4
9
.
1
%

5
4
.
5
%

3
0
.
2
%

3
1
.
3
%
1
1
位

機
械

製
造

↓
↓

52
.2

%
↓

55
.7

%
↑

36
.5

%
↑

37
.5

%
1
2
位
繊
維

4
8
.
7
%

4
7
.
2
%

3
5
.
0
%

3
4
.
2
%
1
1
位

紙
・紙

加
工

↑
↑

52
.2

%
↑

52
.3

%
↑

35
.9

%
↑

35
.0

%
1
3
位
紙
・
紙
加
工

4
8
.
5
%

4
8
.
6
%

3
0
.
7
%

2
8
.
7
%
1
3
位

金
属

↓
↑

50
.2

%
↓

52
.4

%
↑

38
.0

%
↑

36
.3

%
1
4
位
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道

4
7
.
8
%

4
8
.
9
%

3
1
.
0
%

3
4
.
1
%
1
4
位

廃
棄

物
処

理
↑

↑
48

.5
%

↑
43

.6
%

↑
35

.9
%

↑
39

.6
%

1
5
位
飲
食
サ
ー
ビ
ス

4
6
.
9
%

5
0
.
1
%

2
1
.
2
%

2
2
.
3
%
1
5
位

製
薬

↓
↓

48
.4

%
↓

52
.4

%
→

40
.0

%
↑

38
.4

%
1
6
位
小
売

4
6
.
6
%

4
8
.
0
%

2
8
.
3
%

2
9
.
5
%
1
6
位

不
動

産
・物

品
賃

貸
↑

↑
46

.5
%

↓
45

.0
%

↑
36

.6
%

↑
41

.7
%

1
7
位
建
設

4
4
.
8
%

4
5
.
2
%

3
1
.
5
%

3
8
.
2
%
1
7
位

建
設

→
↓

44
.3

%
↑

45
.4

%
↑

35
.1

%
↑

40
.6

%
1
8
位
不
動
産
・
物
品
賃
貸

4
4
.
8
%

4
6
.
9
%

3
4
.
6
%

3
6
.
7
%
1
8
位

電
気

・ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
↓

↓
43

.0
%

↓
40

.1
%

↑
31

.5
%

↑
37

.7
%

1
9
位
印
刷

4
4
.
7
%

4
6
.
6
%

2
1
.
6
%

2
2
.
6
%
1
9
位

印
刷

→
↓

42
.3

%
↓

41
.6

%
↑

26
.8

%
↑

31
.3

%
2
0
位
自
動
車
・
自
動
車
部
品

4
3
.
0
%

4
9
.
8
%

2
3
.
9
%

2
2
.
4
%
2
0
位

自
動

車
・自

動
車

部
品

→
↓

40
.7

%
↓

47
.4

%
↑

29
.9

%
↑

24
.3

%
2
1
位
広
告

3
8
.
9
%

4
6
.
3
%

2
7
.
7
%

3
0
.
5
%
2
1
位

金
融

・保
険

↑
↑

38
.9

%
↓

41
.7

%
↑

29
.8

%
↑

35
.3

%
2
2
位
金
融
・
保
険

3
8
.
4
%

4
3
.
2
%

2
1
.
7
%

2
8
.
6
%
2
2
位

鉱
業

・採
石

・砂
利

採
取

↓
↓

37
.2

%
↓

39
.2

%
↓

34
.5

%
↑

40
.2

%
2
3
位

情
報
サ
ー
ビ
ス
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

3
7
.
1
%

2
1
.
1
%

1
7
.
5
%

4
6
.
3
%
2
3
位

情
報

サ
ー

ビ
ス

・ソ
フト

ウ
ェア

→
↓

36
.7

%
↓

21
.0

%
↑

18
.0

%
↓

45
.7

%
2
4
位
廃
棄
物
処
理

3
2
.
1
%

3
1
.
4
%

3
3
.
0
%

3
0
.
0
%
2
4
位

広
告

↓
↓

34
.0

%
↓

36
.4

%
↑

27
.8

%
↑

30
.8

%
2
5
位
放
送
コ
ン
テ
ン
ツ

2
6
.
5
%

2
2
.
6
%

1
8
.
1
%

3
9
.
1
%
2
5
位

通
信

↑
↑

33
.5

%
↑

33
.0

%
↑

26
.8

%
↑

34
.8

%
2
6
位
通
信

2
1
.
3
%

2
6
.
3
%

1
7
.
9
%

2
7
.
2
%
2
6
位

放
送

コン
テ

ン
ツ

↓
↓

22
.7

%
↑

24
.0

%
↑

19
.5

%
↓

21
.8

%
2
7
位
ト
ラ
ッ
ク
運
送

2
0
.
6
%

1
7
.
8
%

1
9
.
2
%

1
5
.
5
%
2
7
位

ト
ラ

ック
運

送
→

↓
19

.4
%

↑
17

.9
%

↑
19

.4
%

↑
18

.2
%

-
そ
の
他

4
3
.
1
%

4
2
.
6
%

2
7
.
3
%

3
1
.
4
%
-

そ
の

他
↑

45
.0

％
↑

4.
41

％
↑

33
.1

％
↑

35
.8

％

価
格
転
嫁
の
状
況
に
つ
い
て
、2
02
2年

9月
の
価
格
交
渉
促
進
月
間
の
調
査
結
果
との
比
較
は
下
記
の
表
の
とお
り。

価
格

転
嫁

に
応

じて
い

る
業

種
で
あ
る
、

石
油

製
品

・石
炭

製
品

製
造

、卸
売
で
は
、コ
ス
ト全

体
の

転
嫁

率
が

更
に

増
加

。
価

格
転

嫁
に

応
じて

い
な

い
業

種
で
あ
る
、ト

ラ
ック

運
送

、放
送

コン
テ

ン
ツ
で
は
、コ
ス
ト全

体
の
転
嫁
率
は

更
に

減
少

。

８



受
注

側
中

小
企

業
の

視
点
で
の
価
格
交
渉
、転

嫁
の
状
況

発
注
側
企
業
a

広
告

発
注
側
企
業
b

流
通

発
注
側
企
業
c

製
造
業

発
注
側
企
業
d

製
造
業

受
注
側
中
小
企
業
A

紙
・紙
加
工
業

受
注
側
中
小
企
業
X

機
械
製
造
業

受
注
側
中
小
企
業
B

紙
・紙
加
工
業

・・
・ ・・
・

例
）

紙
・紙

加
工

業
に

属
す

る
受

注
側

企
業

が
、様

々
な

業
種

の
発

注
側

企
業

に
対

して
価

格
交

渉
、価

格
転

嫁
で

き
た

か

交
渉
10
点

転
嫁
6点

交
渉
8点

転
嫁
4点

交
渉
4点

転
嫁
2点

【紙
・紙
加
工
業
】
交
渉
点
数
→
(1
0+
2+
3+
8)
÷
4=
5.
75

転
嫁
点
数
→
(6
+
2+
1+
4)
÷
4=
3.
25

交
渉

10
点

転
嫁

6点
交

渉
2点

転
嫁

2点
交

渉
8点

転
嫁

4点
交
渉
4点

転
嫁
2点

交
渉
2点

転
嫁
2点

交
渉
3点

転
嫁
1点

交
渉

3点
転

嫁
1点

発
注

側
企

業
aに

対
す

る
評

価

・・
・

交
渉
8点

転
嫁
4点

交
渉
８
点

転
嫁
４
点

９

昨
年
9月

の
月
間
か
ら、

受
注

側
企

業
が

、発
注

側
企

業
に
対
して

交
渉

、転
嫁

して
貰

え
た

か
に
つ
い
て
も
調
査
し、
そ

の
ス
コア
を
業
種
ご
とに
集
計
。



業
種

別
の

価
格

転
嫁

ラ
ン

キ
ン

グ
（

価
格

転
嫁
を
要
請
して
、応

じて
貰

え
た
業
種

）
受

注
側

企
業

サ
イ

ドか
ら見

て
、発

注
側

企
業
に
対
して

価
格

転
嫁

して
貰

え
た

か
、と
い
う視

点
か
らも
集
計
。

価
格

転
嫁

に
相

対
的

に
応

じて
貰

え
て

い
る

業
種
は
、卸

売
、紙

・紙
加

工
、小

売
価

格
転

嫁
に

相
対

的
に

応
じて

貰
え

て
い

な
い

業
種
は
、ト

ラ
ック

運
送

、放
送

コン
テ

ン
ツ

、金
融

・保
険

※
サ
ンプ
ル
数
が
50
以
下
の
業
種
は
その
他
とし
て
記
載
。

※
業
界
毎
の
順
位
や
点
数
は
、各

業
界
に
属
す
る
受
注
側
企
業
に
つ
い
て
の
回
答
の
点
数
を
平
均
し順

位
付

け
した
も
の
で
あ
り、
その
業
界
に
お
け
る
代
表
的
企
業
の
評
価
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。

※
表
中
、↑

↓
→
は
前
回
9月

調
査
と比

較
した
結
果
の
上
が
り下

が
りを
示
す
。

※
要
素
別
の
回
答
形
式
の
た
め
、全

体
コス
トと
各
要
素
の
影
響
が
必
ず
しも
連
動
す
る
も
の
で
は
な
い
。

中
小
企
業
に
、
主
要
な
取
引
先
を
最
大
３
社
選
択
し
て
も
ら
い
、
１
社
ご

と
に
、
直
近
６
ヶ
月
（
2
0
2
3
年
1
0
月
～
2
0
2
3
年
3
月
）
の
コ
ス
ト
上
昇
分

の
う
ち
何
割
を
価
格
転
嫁
で
き
た
か
に
つ
い
て
回
答
を
依
頼
。
得
ら
れ
た
回

答
を
受
注
側
中
小
企
業
の
業
種
ご
と
に
名
寄
せ
し
、
業
種
ご
と
の
転
嫁
率
を

単
純
平
均
で
算
出
し
た
も
の
。

※
労
務
費
や
原
材
料
費
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
各
コ
ス
ト
に
つ
い
て
も
同
様
。

20
23

年
3月

コス
ト

増
に

対
す

る
転

嫁
率

各
要
素
別
の
転
嫁
率

原
材
料
費

エ
ネ
ル
ギ
ー

労
務
費

①
全

体
↑

47
.6

%
↑
48
.2
%

↑
35
.0
%

↑
37
.4
%

② 業 種 別

1
卸

売
↑

67
.1

%
↑
66
.8
%

↑
48
.1
%

↑
48
.5
%

2
小

売
↑

60
.7

%
→
57
.7
%

↑
39
.4
%

↑
40
.9
%

3
紙

・紙
加

工
↓

58
.6

%
↓
60
.2
%

↑
39
.2
%

↑
38
.6
%

4
食

品
製

造
↑

58
.2

%
↑
56
.6
%

↑
42
.0
%

↑
41
.6
%

5
電

機
・情

報
通

信
機

器
↑

55
.9

%
↑
58
.8
%

↑
36
.3
%

↑
38
.5
%

6
機

械
製

造
業

↓
53

.4
%

↓
56
.1
%

↑
38
.5
%

↑
38
.6
%

7
建

材
・住

宅
設

備
↑

53
.2

%
↑
56
.8
%

↑
38
.6
%

↑
38
.5
%

8
製

薬
52

.9
%

47
.1
%

47
.1
%

41
.4
%

9
繊

維
↑

52
.3

%
↑
53
.9
%

↑
39
.3
%

↑
39
.3
%

10
鉱

業
・採

石
・砂

利
採

取
↑

51
.8

%
↑
49
.0
%

↑
47
.5
%

↑
40
.7
%

11
化

学
↓

51
.3

%
↓
56
.2
%

↑
33
.2
%

↑
33
.5
%

12
金

属
↓

48
.9

%
↓
54
.6
%

↑
35
.9
%

↑
33
.1
%

13
印

刷
↑

46
.3

%
↓
46
.4
%

↑
28
.6
%

↑
30
.2
%

14
不

動
産

・物
品

賃
貸

↑
45

.9
%

↑
45
.8
%

↑
41
.4
%

↑
45
.9
%

15
造

船
44

.7
%

52
.9
%

33
.9
%

34
.1
%

16
建

設
↓

43
.5

%
↓
44
.5
%

↑
34
.7
%

↓
40
.0
%

17
石

油
製

品
・石

炭
製

品
43

.3
%

44
.8
%

30
.7
%

31
.7
%

18
電

気
・ガ

ス
・熱

供
給

・水
道

↑
39

.7
%

↓
40
.7
%

↑
33
.1
%

↑
34
.2
%

19
廃

棄
物

処
理

↑
39

.1
%

↑
33
.6
%

↑
30
.0
%

↑
32
.8
%

20
広

告
↓

37
.9

%
↓
39
.8
%

↓
27
.6
%

↓
32
.3
%

21
情

報
サ

ー
ビ

ス
・ソ

フト
ウ

ェア
↑

37
.7

%
↑
24
.5
%

↑
20
.1
%

↑
45
.9
%

22
自

動
車

・自
動

車
部

品
↓

34
.7

%
↓
45
.5
%

↑
28
.5
%

↑
19
.1
%

23
飲

食
サ

ー
ビ

ス
33

.2
%

35
.3
%

18
.3
%

24
.7
%

24
通

信
↑

31
.2

%
↓
27
.3
%

↓
23
.7
%

↓
32
.5
%

25
金

融
・保

険
25

.0
%

38
.3
%

25
.7
%

27
.5
%

26
放

送
コン

テ
ン

ツ
↑

24
.5

%
↑
27
.3
%

↑
24
.0
%

↓
28
.3
%

27
ト

ラ
ック

運
送

↑
21

.1
%

↑
17
.1
%

↑
21
.0
%

↑
18
.6
%

-
そ

の
他

↑
41

.9
%

↓
39
.4
%

↑
31
.4
%

↑
36
.5
%

n=
20
72
2

【評
価
方
法
】 回
答
欄
選
択
肢

転
嫁
率

１
０
割

１
０
０
％
転
嫁
で
き
た
と計

算
（
10
点
）

９
割

９
０
％
（
9点

）
８
割

８
０
％
（
8点

）
７
割

７
０
％
（
7点

）
６
割

６
０
％
（
6点

）
５
割

５
０
％
（
5点

）
４
割

４
０
％
（
4点

）
３
割

３
０
％
（
3点

）
２
割

２
０
％
（
2点

）
１
割

１
０
％
（
1点

）
０
割

０
％
（
0点

）
マ
イナ
ス

ー
３
０
％
（
－
3点

）

10



（
参

考
）

価
格

転
嫁

業
種

別
【2

02
2年

9月
調

査
との

比
較

】

2
0
2
2
年
9
月

コ
ス
ト
増
に

対
す
る
転
嫁
率

各
要
素
別
の
転
嫁
率

20
23

年
3月

コ
ス
ト
増
に

対
す
る
転
嫁
率

各
要
素
別
の
転
嫁
率

原
材
料
費
エ
ネ
ル
ギ
ー

労
務
費

原
材
料
費

エ
ネ
ル
ギ
ー

労
務
費

①
全
体

4
6
.
9
%

4
8
.
1
%

2
9
.
9
%

3
2
.
9
%

①
全
体

↑
47

.6
%

↑
48
.2
%

↑
35
.0
%

↑
37
.4
%

② 業 種 別

1
位

卸
売

6
4
.
6
%

6
5
.
2
%

3
8
.
7
%

3
7
.
3
%

② 業 種 別

1
位

卸
売

↑
67

.1
%

↑
66
.8
%

↑
48
.1
%

↑
48
.5
%

2
位

紙
・
紙
加
工

6
1
.
8
%

6
1
.
5
%

3
4
.
3
%

3
3
.
9
%
2
位

小
売

↑
60

.7
%

→
57
.7
%

↑
39
.4
%

↑
40
.9
%

3
位

小
売

5
7
.
4
%

5
7
.
7
%

3
5
.
1
%

3
6
.
2
%
3
位

紙
・紙

加
工

↓
58

.6
%

↓
60
.2
%

↑
39
.2
%

↑
38
.6
%

4
位

機
械
製
造
業

5
5
.
7
%

5
8
.
2
%

3
6
.
1
%

3
7
.
8
%
4
位

食
品

製
造

↑
58

.2
%

↑
56
.6
%

↑
42
.0
%

↑
41
.6
%

5
位

建
材
・
住
宅
設
備

5
2
.
7
%

5
4
.
7
%

3
0
.
4
%

3
2
.
8
%
5
位

電
機

・情
報

通
信

機
器

↑
55

.9
%

↑
58
.8
%

↑
36
.3
%

↑
38
.5
%

6
位

電
機
・
情
報
通
信
機
器

5
2
.
3
%

5
5
.
0
%

2
7
.
4
%

3
4
.
5
%
6
位

機
械

製
造

業
↓

53
.4

%
↓
56
.1
%

↑
38
.5
%

↑
38
.6
%

7
位

化
学

5
1
.
4
%

5
9
.
8
%

2
6
.
8
%

2
6
.
8
%
7
位

建
材

・住
宅

設
備

↑
53

.2
%

↑
56
.8
%

↑
38
.6
%

↑
38
.5
%

8
位

金
属

5
1
.
0
%

5
8
.
0
%

2
8
.
3
%

2
8
.
5
%
8
位

製
薬

52
.9

%
47
.1
%

47
.1
%

41
.4
%

9
位

繊
維

4
8
.
4
%

4
4
.
3
%

3
3
.
2
%

3
1
.
8
%
9
位

繊
維

↑
52

.3
%

↑
53
.9
%

↑
39
.3
%

↑
39
.3
%

1
0
位
広
告

4
5
.
2
%

4
9
.
6
%

3
4
.
5
%

3
5
.
5
%
1
0
位

鉱
業

・採
石

・砂
利

採
取

↑
51

.8
%

↑
49
.0
%

↑
47
.5
%

↑
40
.7
%

1
1
位
食
品
製
造

4
5
.
0
%

4
8
.
1
%

3
2
.
9
%

3
2
.
5
%
1
1
位

化
学

↓
51

.3
%

↓
56
.2
%

↑
33
.2
%

↑
33
.5
%

1
2
位
印
刷

4
4
.
8
%

4
7
.
1
%

2
3
.
2
%

2
4
.
4
%
1
2
位

金
属

↓
48

.9
%

↓
54
.6
%

↑
35
.9
%

↑
33
.1
%

1
3
位
建
設

4
4
.
6
%

4
5
.
1
%

3
3
.
0
%

4
0
.
1
%
1
3
位

印
刷

↑
46

.3
%

↓
46
.4
%

↑
28
.6
%

↑
30
.2
%

1
4
位
鉱
業
・
採
石
・
砂
利
採
取

3
9
.
0
%

3
3
.
5
%

3
0
.
2
%

2
7
.
2
%
1
4
位

不
動

産
・物

品
賃

貸
↑

45
.9

%
↑
45
.8
%

↑
41
.4
%

↑
45
.9
%

1
5
位
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道

3
7
.
5
%

4
3
.
0
%

2
1
.
3
%

2
7
.
7
%
1
5
位

造
船

44
.7

%
52
.9
%

33
.9
%

34
.1
%

1
6
位

情
報
サ
ー
ビ
ス
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

3
7
.
0
%

2
2
.
5
%

1
7
.
6
%

4
5
.
3
%
1
6
位

建
設

↓
43

.5
%

↓
44
.5
%

↑
34
.7
%

↓
40
.0
%

1
7
位
自
動
車
・
自
動
車
部
品

3
5
.
3
%

4
5
.
7
%

1
7
.
9
%

1
4
.
1
%
1
7
位

石
油

製
品

・石
炭

製
品

43
.3

%
44
.8
%

30
.7
%

31
.7
%

1
8
位
通
信

3
0
.
7
%

3
3
.
8
%

2
6
.
2
%

3
7
.
4
%
1
8
位

電
気

・ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
↑

39
.7

%
↓
40
.7
%

↑
33
.1
%

↑
34
.2
%

1
9
位
不
動
産
、
物
品
賃
貸

2
9
.
7
%

3
3
.
4
%

1
9
.
0
%

2
9
.
7
%
1
9
位

廃
棄

物
処

理
↑

39
.1

%
↑
33
.6
%

↑
30
.0
%

↑
32
.8
%

2
0
位
廃
棄
物
処
理

2
3
.
0
%

1
9
.
9
%

2
0
.
8
%

2
0
.
9
%
2
0
位

広
告

↓
37

.9
%

↓
39
.8
%

↓
27
.6
%

↓
32
.3
%

2
1
位
放
送
コ
ン
テ
ン
ツ

1
9
.
1
%

1
9
.
7
%

1
6
.
8
%

3
0
.
7
%
2
1
位

情
報

サ
ー

ビ
ス

・ソ
フト

ウ
ェア

↑
37

.7
%

↑
24
.5
%

↑
20
.1
%

↑
45
.9
%

2
2
位
ト
ラ
ッ
ク
運
送

1
8
.
6
%

1
3
.
1
%

2
0
.
5
%

1
5
.
4
%
2
2
位

自
動

車
・自

動
車

部
品

↓
34

.7
%

↓
45
.5
%

↑
28
.5
%

↑
19
.1
%

-
そ
の
他

4
1
.
6
%

3
9
.
9
%

2
7
.
8
%

3
3
.
5
%
2
3
位

飲
食

サ
ー

ビ
ス

33
.2

%
35
.3
%

18
.3
%

24
.7
%

2
4
位

通
信

↑
31

.2
%

↓
27
.3
%

↓
23
.7
%

↓
32
.5
%

2
5
位

金
融

・保
険

25
.0

%
38
.3
%

25
.7
%

27
.5
%

2
6
位

放
送

コン
テ

ン
ツ

↑
24

.5
%

↑
27
.3
%

↑
24
.0
%

↓
28
.3
%

2
7
位

ト
ラ

ック
運

送
↑

21
.1

%
↑
17
.1
%

↑
21
.0
%

↑
18
.6
%

-
そ

の
他

↑
41

.9
%

↓
39
.4
%

↑
31
.4
%

↑
36
.5
%

価
格
転
嫁
の
状
況
に
つ
い
て
、2
02
2年

9月
の
価
格
交
渉
促
進
月
間
の
調
査
結
果
との
比
較
は
下
記
の
表
の
とお
り。

価
格

転
嫁

に
相

対
的

に
応

じて
貰

え
て

い
る

業
種
で
あ
る

卸
売

、小
売
で
は
、コ
ス
ト全

体
の

転
嫁

率
が

更
に

増
加

。
価

格
転

嫁
に

相
対

的
に

応
じて

貰
え

て
い

な
い

業
種
で
あ
る

トラ
ック

運
送

、放
送

コン
テ

ン
ツ
も
全
体
の
転
嫁
率
が

微
増

。

11



今
回
は
、中

小
企
業
に
「賃
上
げ
率
」も
照
会
して
お
り、

価
格

転
嫁

（
転

嫁
率

）
と賃

上
げ

との
関

係
を
整
理
。

価
格

転
嫁

で
き

て
い

る
割

合
が

高
くな
る
ほ
ど、

賃
上

げ
率

も
高

くな
る
傾
向
。

な
お
、「
価
格
転
嫁
で
き
な
か
った
に
も
拘
わ
らず
、

5％
以
上
の
賃
上
げ
を
実
施
した
企
業
」も
あ
れ
ば
、「
９
～
１
０
割
の
転
嫁
で
きて
も
、賃

上
げ
しな
い
企
業
」も
あ
り。

（
注
）
１
．
①
価
格
転
嫁
率
：
直
近
6ヶ
月
の
コス
ト全

般
の
上
昇
分
の
うち
、何

割
を
価
格
に
転
嫁
で
き
た
か
とい
う質

問
に
対
す
る
回
答
。但

し、
「価
格
改
定
の
必
要
性
な
し」
とし
た
回
答
は
、計

算
か
ら除

外
。

②
賃
上
げ
率

：
直
近
6ヶ
月
以
内
に
実
施
した
、な
い
し、
今
後
予
定
して
い
る
賃
上
げ
幅
（
定
期
昇
給
、ベ
ー
ス
ア
ップ
、一

時
金
等
全
て
を
含
む
）
に
つ
い
て
回
答
が
あ
った
も
の
の
み
を
集
計
。

２
．
上
記
グ
ラフ
の
作
成
に
係
る
回
答
数
は
、1
3,
99
4件

。

価
格

転
嫁

率
と賃

上
げ

率
との

関
係

賃 上 げ 率 （ ％ ）

価
格

転
嫁

率
（

％
）

12



今
後

の
価

格
転

嫁
対

策

今
後
、更

な
る
価
格
転
嫁
対
策
とし
て
、公

正
取
引
委
員
会
を
は
じめ
関
係
省
庁
と連

携
し、
以
下
を
実
施
す

る
方
針
。

①
下
請
中
小
企
業
に
よ
る

価
格

交
渉

を
後

押
しす

る
体

制
の

整
備
（
全
国
の
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
に
「価
格
転

嫁
サ
ポ
ー
ト窓

口
」の
設
置
（
7月

）
等
）
Ne
w
!

②
発
注
側
企
業
ご
との

価
格

交
渉

・転
嫁

状
況

の
リス

トの
公
表
（
8月

以
降
）

③
下
請
振
興
法
に
基
づ
き
、事

業
所
管
大
臣
名
で
経
営
トッ
プ
に
対
して

指
導

・助
言
（
8月

以
降
）

④
各
業
界
団
体
に
よ
る

自
主

行
動

計
画

の
改

訂
・徹

底
。
各
業
界
団
体
に
よ
る
取
引
適
正
化
の
取
組
状

況
フォ

ロ
ー

ア
ップ
（
公
正
取
引
委
員
会
と合

同
で
実
施
）

⑤
パ

ー
トナ

ー
シ

ップ
構

築
宣

言
の
更
な
る
拡
大
、実

効
性
の
向
上

13



1月
2月

3月
７

月
以

降

フ ォ ロ ー ア ッ プ 調 査

各
業
界
団
体
で

業
種

特
有

の
課

題
指
摘
・

改
善

提
案

を
受

止
め

改
定

案
承

認
自
主
行
動
計
画
の

改
定

作
業

開
始

結 果 公 表 （ 業 種 ラ ン キ ン グ 等 ）

３ 月 価 格 交 渉 促 進 月 間

業
所
管

省
庁
へ
の

報
告

今
後

の
価

格
転

嫁
対

策
＝

「２
つ

の
適

正
化

プ
ロ

セ
ス

」の
継

続
、P

D
CA

の
確

立

下
請

G
メ

ン
30

0名
体

制
、年

間
１

万
件

ヒア
リン

グ
、

業
種

ご
との

課
題

の
把

握
・分

析

交
渉

月
間

（
9月

）
の 結
果

公
表

業 所 管 省 庁 ・ 中 小 企 業 庁

関
係

省
庁

会
議 成 果 の 報 告 ・ 確 認 、 今 後 の 方 針 の 指 示

・・
・

官
邸
か
ら各

省
へ

改
定
・徹
底
の
指
示

・・
・

公
正

取
引

委
員

会
と中

小
企

業
庁

との
連

携

４
月

５
月

６
月

（ 二 回 目 ） 企 業 リ ス ト 公 表

指 導 ・ 助 言 の 実 施

 １
．

下
請

か
らの

情
報

を
活

用
した

取
組

の
強

化
（

価
格

交
渉

促
進

月
間

）

中
企

庁
が

各
業

界
に

指
摘

親
事

業
者

の
取

引
方

針
改

善

９ 月 価 格 交 渉 促 進 月 間

（ 業 種 ラ ン キ ン グ 等 ）
親

事
業

者
の

取
引

方
針

改
善

価 格 転 嫁 サ ポ ー ト 体 制 の 整 備

フ ォ ロ ー ア ッ プ 調 査

公 表

（ 初 ） 企 業 リ ス ト （ 約 一 五 〇 社 ）

指 導 ・ 助 言 の 実 施 （ 約 三 〇 社 ）

14

1．
価

格
交

渉
促

進
月

間
は

じめ
、下

請
か

らの
情

報
を

活
用

した
取

組
の

強
化
に
加
え
、

2．
業

界
団

体
を

通
じた

改
善

プ
ロ

セ
ス

の
体

系
化

の
２

つ
の

適
正

化
プ

ロ
セ

ス
を
着
実
に
実
行
・継
続
し、

適
正

な
取

引
慣

行
を

定
着

さ
せ

る
。

２
．

業
界

団
体

を
通

じた
取

引
適

正
化

の
プ

ロ
セ

ス
体

系
化

・強
化



価
格

転
嫁

サ
ポ

ー
ト

体
制

の
強

化

（
資
料
）
株
式
会
社
帝
国
デ
ー
タバ
ンク
資
料

（
２
０
２
３
／
２
／
９

特
別
企
画
：
価
格
転
嫁
の
成
功
理
由
に
関
す
る
企
業
ア
ンケ
ー
ト）

価
格

転
嫁

が
で

き
た

企
業
の
うち
、多

くが
「原

価
を

示
した

価
格

交
渉

」が
有

効
と回

答
。効

果
的

な
価

格
交

渉
の

た
め
に
は
、コ
ス
ト増

加
分
を
定
量
的
に
把
握
し、

原
価

を
割

り出
して

提
示

す
る

こと
が

有
益

。
この
た
め
、7
月
よ
り、

全
国

の
よ

ろ
ず

支
援

拠
点

に
「価

格
転

嫁
サ

ポ
ー

ト窓
口

」を
設

置
し、
中
小
企
業
等
に
対

す
る
価
格
交
渉
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
の
習
得
支
援
や
、原

価
計
算
の
手
法
の
習
得
支
援
を
実
施
。

ま
た
、商

工
会
議
所
・商
工
会
等
の

地
域

支
援

機
関

に
対

して
、価

格
交

渉
ハ

ン
ドブ

ック
を

配
布
す
る
とと
も
に
、

支
援
機
関
に
お
い
て
も
価
格
転
嫁
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
の
習
得
支
援
等
を
行
うこ
とで
、中

小
企

業
の

価
格

転
嫁

を
支

援
す

る
全

国
的

な
サ

ポ
ー

ト体
制

を
整

備
。

下
請
Gメ
ンの
ヒア
リン
グ
結
果
とし
て
も
以
下
の
事
例
を把

握
。

２
０
２
３
年
３
月
に

原
材

料
費

、労
務

費
高

騰
の

資
料

を
提

示
し、
4月

中
に

提
示

どお
りの

価
格

で
決

着
した
。

中
小
企
業

取
引
先

③
原
価
を示

した
価
格
交
渉

④
コス
ト増

加
に
応
じた
支
払
い

適 切 な 価 格 転 嫁 の 実 現

価
格
転
嫁
サ
ポ
ー
ト窓

口
（
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
）

コス
ト増

加
！

・原
材
料
費

・電
気
代
、ガ
ス
代

・人
件
費

・加
工
費
・・
・

＜
価

格
転

嫁
サ

ポ
ー

ト窓
口

の
支

援
イ

メ
ー

ジ
＞

②
原
価
計
算
の
支
援

①
経
営
相
談

＜
原
価
計
算
能
力
向
上
に
係
る
主
な
支
援
内
容
＞

・
原
価
管
理
に
係
る
基
礎
支
援

原
価
管
理
の
目
的
と
そ
の
算
出
に
係
る
考

え
方
、
製
品
原
価
の
算
出
に
必
要
な
情
報
の

把
握
手
法
等
に
つ
い
て
助
言
。

・
製
品
原
価
算
出
に
係
る
実
践
的
な
提
案

個
々
の
企
業
の
実
態
を
踏
ま
え
た
、
具
体

的
な
製
品
毎
の
原
価
の
算
出
方
法
等
を
提
案
。

15



足
下
の
経
済
状
況
等
に
関
す
る
補
足
資
料
（
更
新
部
分
の
み
抜
粋
）

参
考
資
料
N
o
.2



連
合
春
季
賃
上
げ
妥
結
状
況

○
2
0
2
3
年
の
連
合
の
春
闘
第
７
回
（
最
終
）
回
答
集
計
結
果
（
2
0
2
3
年
７
月
５
日
公
表
）
で
は
、
全
体
の
賃
上
げ
率
は
3
.5
8
％
（
中
小
賃
上
げ
率
は

3
.2
3
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
比
較
可
能
な
2
0
1
3
年
以
降
で
最
も
高
い
。

（
資

料
出

所
）

連
合

「2
02

3春
季

生
活

闘
争

第
７

回
（

最
終

）
回

答
集

計
結

果
」（

20
23

年
７

月
5日

）
を

も
とに

厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
お

い
て

作
成

（
注

）
各

年
デ

ー
タは

平
均

賃
金

方
式

（
加

重
平

均
）

に
よ

る
定

昇
相

当
込

み
賃

上
げ

率
。

2

20
13

.7
.3

20
14

.7
.3

20
15

.7
.2

20
16

.7
.5

20
17

.7
.5

20
18

.7
.6

20
19

.7
.5

20
20

.7
.6

20
21

.7
.5

20
22

.7
.5

20
23

.7
.5

賃
上

げ
率

1.
71

2.
07

2.
20

2.
00

1.
98

2.
07

2.
07

1.
90

1.
78

2.
07

3.
58

中
小

賃
上

げ
率

1.
53

1.
76

1.
88

1.
81

1.
87

1.
99

1.
94

1.
81

1.
73

1.
96

3.
23

1.
71

2.
07

2.
20

2.
00

1.
98

2.
07

2.
07

1.
90

1.
78

2.
07

3.
58

1.
53

1.
76

1.
88

1.
81

1.
87

1.
99

1.
94

1.
81

1.
73

1.
96

3.
23

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

3.
0

3.
5

連
合
春
季
生
活
闘
争
第
７
回
（
最
終
）
回
答
集
計
結
果
の
推
移

賃
上

げ
率

中
小

賃
上

げ
率

(％
)



雇
用
人
員
判
断

D
.Iの
推
移
（
過
剰
ｰ
不
足
）

〇
2
0
2
0
年
９
月
以
降
人
手
不
足
感
が
強
ま
り
続
け
て
お
り
、
中
堅
企
業
・
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
大
企
業
以
上
に
人
手
不
足
感
が
高
ま
っ
て
い
る
。

4

▲
4
0

▲
3
0

▲
2
0

▲
1
00102030

3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月
12月
3月
6月
9月

2
0
0
5
年

2
0
0
6
年

2
0
0
7
年

2
0
0
8
年

2
0
0
9
年

2
0
1
0
年

2
0
1
1
年

2
0
1
2
年

2
0
1
3
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

雇
用
人
員
判
断
D
.I
.の
推
移
（
過
剰
－
不
足
）

全
規
模

大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業

（
資

料
出

所
）

日
本

銀
行

「全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

注
）

１
．

全
産

業
の

数
値

。
２

．
大

企
業

：
資

本
金

10
億

円
以

上
、中

堅
企

業
：

資
本

金
１

億
円

以
上

10
億

円
未

満
、中

小
企

業
：

資
本

金
２

千
万

円
以

上
１

億
円

未
満

。

予
測

（
％

ポ
イン

ト）
予
測

2
0
23
年
6月

2
0
23
年
9月

(
予
測
）

全
規
模

▲
32

▲
35

大
企
業

▲
23

▲
24

中
堅
企
業

▲
31

▲
35

中
小
企
業

▲
35

▲
40



○
ラ
ン
ク
別
に
有
効
求
人
倍
率
の
推
移
を
み
る
と
、
2
0
2
0
年
の
前
半
に
大
き
く
低
下
し
た
後
、
改
善
が
続
い
た
が
、
足
下
で
は
横
這
い
と
な
っ
て
い
る
。

○
C
ラ
ン
ク
で
は
コ
ロ
ナ
禍
前
の
水
準
近
く
ま
で
回
復
し
て
い
る
が
、
Ａ
ラ
ン
ク
で
は
コ
ロ
ナ
禍
前
の
水
準
ま
で
回
復
し
て
い
な
い
。

ラ
ン
ク
別
有
効
求
人
倍
率
の
推
移

3

Ａ
ラン

ク
1.

18
 

Ｂ
ラン

ク
1.

38
 

Ｃ
ラン

ク
1.

41
 

0.
60

0.
80

1.
00

1.
20

1.
40

1.
60

1.
80

20 13 年

20 14 年

20 15 年

20 16 年

20 17 年

20 18 年

20 19 年

20 20 年

20 21 年

20 22 年

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月

20
19

年
20

20
年

20
21

年
20

22
年

20
23

年

ラ
ン
ク
別
有
効
求
人
倍
率
の
推
移

Ａ
ラン

ク
Ｂ

ラン
ク

Ｃ
ラン

ク

（
資

料
出

所
）

厚
生

労
働

省
「職

業
安

定
業

務
統

計
」よ

り作
成

。
（

注
）

１
．

各
ラン

クに
属

す
る

都
道

府
県

の
有

効
求

人
数

（
就

業
地

別
）

と有
効

求
職

者
数

を
それ

ぞ
れ

が
合

算
す

る
こと

に
よ

り算
出

。
２

．
月

次
の

数
値

に
つ

い
て

は
、１

の
計

算
に

お
い

て
、有

効
求

人
数

と有
効

求
職

者
数

の
季

節
調

整
値

を
用

い
て

い
る

。
３

．
各

都
道

府
県

の
ラン

クは
、現

時
点

の
ラン

クに
そろ

え
て

い
る

。

（
倍

）

【2
02

3年
５

月
】 7



１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月

20
20

年
20

21
年

20
22

年
20

23
年

Ａ
ラン

ク
10

01
06

10
2

74
81

90
82

85
88

81
86

88
86

86
86

85
84

88
88

89
90

90
92

95
96

94
97

98
98

98
10

21
00

10
11

02
10

21
00

10
41

03
99

10
31

03

Ｂ
ラン

ク
10

01
06

99
81

86
89

86
88

91
88

92
92

89
91

94
93

93
96

96
97

98
10

01
01

10
41

04
10

21
05

10
71

07
10

71
09

10
71

08
10

91
08

10
71

08
10

71
03

10
41

05

Ｃ
ラン

ク
10

01
09

99
84

88
91

90
93

92
93

99
96

95
98

10
0

99
10

21
03

10
31

04
10

41
04

10
61

09
11

01
07

11
01

12
11

41
13

11
41

12
11

41
14

11
51

14
11

51
14

10
91

09
11

4

6070809010
0

11
0

12
0

ラ
ン
ク
別
新
規
求
人
数
の
推
移

Ａ
ラン

ク
Ｂ

ラン
ク

Ｃ
ラン

ク

（
資

料
出

所
）

厚
生

労
働

省
「職

業
安

定
業

務
統

計
」よ

り作
成

。
（

注
）

１
．

20
20

年
１

月
の

新
規

求
人

数
（

季
節

調
整

値
）

を
10

0と
した

場
合

の
各

月
の

新
規

求
人

数
（

季
節

調
整

値
）

の
水

準
。

２
．

各
ラン

クの
新

規
求

人
数

は
、当

該
ラン

クに
属

す
る

都
道

府
県

の
就

業
地

別
新

規
求

人
数

（
季

節
調

整
値

）
を

合
算

して
算

出
。

３
．

各
都

道
府

県
の

ラン
クは

、現
時

点
の

ラン
クに

そろ
え

て
い

る
。

（
20

20
年

１
月

＝
10

0）

○
ラ
ン
ク
別
に
新
規
求
人
数
の
水
準
の
推
移
を
み
る
と
、
2
0
2
0
年
４
月
に
大
き
く
減
少
し
た
後
、
増
加
傾
向
が
続
い
て
お
り
、
2
0
2
3
年
５
月
に
は
、

各
ラ
ン
ク
と
も
2
0
2
0
年
１
月
の
水
準
に
上
回
っ
て
い
る
。

ラ
ン
ク
別
新
規
求
人
数
の
水
準
の
推
移

8



３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

2
0
13
年

2
0
14
年

2
0
15
年

2
0
16
年

2
0
17
年

2
0
18
年

2
0
19
年

2
0
20
年

2
0
21
年

2
0
22
年

2
0
23
年

全
産
業

▲
8
▲
2
2

8
12

7
4

5
7

7
8

9
7

4
5

7
10

12
15

16
17

16
15

16
12

10
8

4
▲
4
▲
31
▲
28
▲
15
▲
8
▲
3
▲
2
2

0
2

3
6

5
8

7

製
造
業

▲
15
▲
6
▲
2
6

10
6

4
6

5
4

5
4

1
0

1
4

8
11

15
19

18
17

16
16

7
3
▲
1
▲
4
▲
12
▲
39
▲
37
▲
20
▲
6
2

5
6

2
1

0
2
▲
4
▲
1
2

運
輸
・
郵
便

▲
15
▲
6
▲
5
0

5
4
▲
1
2

5
9

11
15

12
7

4
5

9
11

13
16

11
15

13
14

13
12

11
9
▲
12
▲
43
▲
42
▲
32
▲
29
▲
22
▲
17
▲
13
▲
17
▲
10
▲
4
3

0
5

6

宿
泊
・
飲
食
サ
ー
ビ
ス
▲
13
▲
3
▲
1
0
▲
1
0
▲
4
▲
1
▲
1
10

15
16

12
▲
6
2

3
1

8
6

2
1

2
▲
1
▲
5
▲
3
1
▲
2
▲
8
▲
59
▲
90
▲
79
▲
48
▲
78
▲
74
▲
73
▲
43
▲
67
▲
31
▲
26

1
3

25
22

対
個
人
サ
ー
ビ
ス

0
2

0
0
▲
2
4
▲
2
▲
3
8

11
8

15
6

3
3

2
7

12
13

12
8

10
9

11
13

15
13

8
▲
12
▲
66
▲
59
▲
42
▲
41
▲
35
▲
39
▲
21
▲
25
▲
7
▲
4
6

6
12

14

▲
10
0

▲
80

▲
60

▲
40

▲
2002040

主
な
産
業
の
業
況
判
断
Ｄ
Ｉ
の
推
移

全
産

業

製
造

業

運
輸

・郵
便

宿
泊

・飲
食

サ
ー

ビス

対
個

人
サ

ー
ビス

（
資

料
出

所
）

日
本

銀
行

「全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

注
）

１
．

調
査

対
象

は
、資

本
金

２
千

万
円

以
上

の
民

間
企

業
（

「金
融

機
関

」お
よび

「経
営

コン
サ

ル
タン

ト業
，

純
粋

持
株

会
社

」を
除

く）
。

２
．

20
22

年
６

月
の

数
値

は
、2

02
2年

３
月

調
査

に
よる

「先
行

き（
３

か
月

後
）

の
状

況
」の

数
値

。
３

．
「対

個
人

サ
ー

ビス
」は

、「
洗

濯
・理

容
・美

容
・浴

場
業

」「
その

他
の

生
活

関
連

サ
ー

ビス
業

」「
娯

楽
業

」「
専

修
学

校
、各

種
学

校
」、

「学
習

塾
」、

「教
養

・技
能

教
授

業
」、

「老
人

福
祉

・介
護

事
業

」、
「そ

の
他

の
社

会
保

険
・社

会
福

祉
・介

護
事

業
」か

らな
る

。

（
％

ポ
イン

ト：
「良

い
」－

「悪
い

」）

日
銀
短
観
に
よ
る
主
な
産
業
の
業
況
判
断
Ｄ
Ｉの
推
移

○
日
銀
短
観
に
よ
る
主
な
産
業
の
業
況
判
断
Ｄ
Ｉの
推
移
を
み
る
と
、
2
0
2
0
年
前
半
に
宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
を
中
心
に
大
き
く
低
下
し
た

が
、
そ
の
後
は
改
善
傾
向
に
あ
る
。

12先
行

き



参
考

資
料

N
o
.3

主
 要

 統
 計

 資
 料

（更
新

部
分

の
み

抜
粋

）



１
　

主
要

指
標

の
推

移
 
(
2
)
 
求

人
倍

率
、

消
費

者
物

価
指

数
、

国
内

企
業

物
価

指
数

、
賃

金
（

現
金

給
与

総
額

）
指

数

（
倍

）
（

倍
）

(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
（

％
）

(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
（

％
）

平
成

2
5
年

1
.
4
6

0
.
9
3

9
3
.
7

0
.
5

9
8
.
9

1
.
2

9
8
.
5

△
 
0
.
2

1
0
5
.
1

△
 
0
.
7

2
9
.
3
4

9
7
.
6

△
 
0
.
7

1
0
4
.
2

△
 
1
.
2

1
3
.
3
3

2
6
年

1
.
6
6

1
.
0
9

9
6
.
8

3
.
3

1
0
2
.
1

3
.
2

9
9
.
0

0
.
5

1
0
2
.
3

△
 
2
.
8

2
9
.
6
7

9
9
.
4

1
.
8

1
0
2
.
7

△
 
1
.
6

1
3
.
7
0

2
7
年

1
.
8
0

1
.
2
0

9
7
.
8

1
.
0

9
9
.
7

△
 
2
.
4

9
9
.
1

0
.
1

1
0
1
.
3

△
 
0
.
8

3
0
.
4
1

9
9
.
8

0
.
4

1
0
2
.
0

△
 
0
.
5

1
4
.
2
9

2
8
年

2
.
0
4

1
.
3
6

9
7
.
7

△
 
0
.
1

9
6
.
2

△
 
3
.
5

9
9
.
7

0
.
6

1
0
2
.
0

0
.
8

3
0
.
6
3

1
0
0
.
5

0
.
7

1
0
2
.
9

0
.
8

1
4
.
1
5

2
9
年

2
.
2
4

1
.
5
0

9
8
.
3

0
.
6

9
8
.
4

2
.
3

1
0
0
.
2

0
.
4

1
0
1
.
9

△
 
0
.
2

3
0
.
6
9

1
0
2
.
0

1
.
5

1
0
3
.
8

0
.
9

1
3
.
3
2

3
0
年

2
.
3
9

1
.
6
1

9
9
.
5

1
.
2

1
0
1
.
0

2
.
6

1
0
1
.
6

1
.
4

1
0
2
.
1

0
.
2

3
0
.
8
8

1
0
3
.
8

1
.
8

1
0
4
.
3

0
.
6

1
2
.
7
4

令
和

元
年

2
.
4
2

1
.
6
0

1
0
0
.
0

0
.
6

1
0
1
.
2

0
.
2

1
0
1
.
2

△
 
0
.
4

1
0
1
.
2

△
 
1
.
0

3
1
.
5
3

1
0
3
.
5

△
 
0
.
3

1
0
3
.
5

△
 
0
.
9

1
3
.
3
7

2
年

1
.
9
5

1
.
1
8

1
0
0
.
0

0
.
0

1
0
0
.
0

△
 
1
.
2

1
0
0
.
0

△
 
1
.
2

1
0
0
.
0

△
 
1
.
2

3
1
.
1
3

1
0
0
.
0

△
 
3
.
4

1
0
0
.
0

△
 
3
.
5

1
3
.
3
5

3
年

2
.
0
2

1
.
1
3

9
9
.
7

△
 
0
.
3

1
0
4
.
6

4
.
6

1
0
0
.
3

0
.
3

1
0
0
.
6

0
.
6

3
1
.
2
8

1
0
1
.
9

2
.
0

1
0
2
.
2

2
.
2

1
3
.
4
5

4
年

2
.
2
6

1
.
2
8

1
0
2
.
7

3
.
0

1
1
4
.
7

9
.
7

1
0
2
.
3

2
.
0

9
9
.
6

△
 
1
.
0

3
1
.
6
0

1
0
3
.
6

1
.
7

1
0
0
.
9

△
 
1
.
3

1
3
.
5
7

令
和

4
年

１
～
３
月

2.
20

1.
21

1
0
0
.
8

0
.
8

1
1
0
.
4

2
.
0

10
2.

0
1.

9
10

1.
2

1.
1

3
1
.
3
6

10
2.

7
0.

9
10

1.
9

0.
1

1
3
.
5
1

４
～
６
月

2.
23

1.
25

1
0
2
.
0

1
.
2

1
1
3
.
6

2
.
9

10
2.

1
0.

1
10

0.
0

△
 1

.2
3
1
.
3
0

10
3.

4
0.

7
10

1.
2

△
 0

.7
1
3
.
6
2

７
～
９
月

2.
31

1.
30

1
0
3
.
2

1
.
1

1
1
5
.
9

2
.
0

10
2.

3
0.

2
99

.2
△

 0
.8

3
1
.
6
8

10
3.

6
0.

2
10

0.
5

△
 0

.7
1
3
.
5
7

1
0～

12
月

2.
37

1.
35

1
0
4
.
6

1
.
4

1
1
9
.
0

2
.
7

10
2.

5
0.

2
98

.0
△

 1
.2

3
2
.
0
4

10
3.

9
0.

3
99

.3
△

 1
.2

1
3
.
5
6

5
年

１
～
３
月

2.
33

1.
34

1
0
5
.
1

0
.
5

1
1
9
.
7

0
.
6

10
3.

0
0.

5
98

.0
0.

0
3
2
.
1
7

10
3.

5
△

 0
.4

98
.5

△
 0

.8
1
3
.
6
8

令
和

5
年

１
月

2.
38

1.
35

1
0
5
.
5

0
.
6

1
1
9
.
9

0
.
0

10
2.

1
△

 0
.5

96
.9

△
 0

.8
3
2
.
0
8

10
3.

2
△

 1
.1

97
.9

△
 1

.4
1
3
.
5
9

２
月

2.
32

1.
34

1
0
4
.
7

△
 
0
.
8

1
1
9
.
5

△
 
0
.
3

10
2.

5
0.

4
98

.0
1.

1
3
2
.
2
2

10
2.

7
△

 0
.5

98
.1

0.
2

1
3
.
7
0

３
月

2.
29

1.
32

1
0
5
.
2

0
.
5

1
1
9
.
6

0
.
1

10
4.

3
1.

8
99

.2
1.

2
3
2
.
2
0

10
4.

5
1.

8
99

.4
1.

3
1
3
.
7
6

４
月

2.
23

1.
32

1
0
6
.
0

0
.
7

1
1
9
.
9

0
.
3

10
3.

1
△

 1
.2

97
.2

△
 2

.0
3
1
.
6
7

10
3.

7
△

 0
.8

97
.8

△
 1

.6
1
3
.
5
5

５
月

2.
36

1.
31

1
0
6
.
0

0
.
1

1
1
9
.
1

△
 
0
.
7

10
4.

4
1.

3
98

.5
1.

3
3
1
.
8
4

10
4.

7
1.

0
98

.6
0.

8
1
3
.
5
5

（
注

）
１

　
斜

字
と

な
っ

て
い

る
求

人
倍

率
及

び
賃

金
指

数
の

四
半

期
別

・
月

別
の

数
値

は
季

節
調

整
値

及
び

そ
の

前
期

（
四

半
期

、
月

）
比

で
あ

り
、

そ
の

ほ
か

の
数

値
は

原
数

値
で

あ
る

。

　
　

　
２

　
毎

月
勤

労
統

計
調

査
は

、
事

業
所

規
模

５
人

以
上

の
結

果
で

あ
る

。
５

月
は

速
報

値
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
求

人
倍

率
は

、
新

規
学

卒
者

を
除

き
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
４

　
国

内
企

業
物

価
指

数
の

令
和

５
年

５
月

分
の

数
値

は
速

報
値

で
あ

り
、

同
指

数
の

令
和

元
年

以
前

の
暦

年
値

は
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

お
い

て
月

次
指

数
を

単
純

平
均

し
て

算
出

。

求
人

倍
率

消
費

者
物

価
指

数
国

内
企

業
物

価
指

数
賃

金
(
現

金
給

与
総

額
)
指

数
、

パ
ー

ト
比

率

(
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合
)

調
査

産
業

計
製

造
業

有
効

指
数

前
期

比
指

数
前

期
比

前
期

比
実

質
指

数
前

期
比

パ
ー

ト
比

率

資
料

出
所

厚
生
労
働
省
｢職

業
安
定
業
務
統
計
｣
総

務
省

「
消

費
者

物
価

指
数

」
日

本
銀

行
「

企
業

物
価

指
数

」
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

名
目

指
数

前
期

比
実

質
指

数
前

期
比

パ
ー

ト
比

率
名

目
指

数
新

規

-
2
-



４
　

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況

　
(
1
)
　

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況
（

令
和

５
年

）

連
合

第
７

回
(
最

終
)
 
回

答
集

計
結

果
(
令

和
５

年
７

月
５

日
)

経
団

連
(
大

手
企

業
)
第

１
回

集
計

(令
和

5年
5月

19
日

)

39
5
組
合

1,
6
64

,5
3
4
人

2
9
組
合

91
,
20

5
人

2
7組

合
11
0,
58
1人

92
社

11
,5
0
2円

(6
,
63
7円

)
6,

1
26

円
(
2
,3

0
8
円
)

3
,8

83
円

(1
,1
47
円

)
13
,1
10
円

(7
,4
30
円

)

3
.7

1
%

(2
.
18
%)

1
.7

7
%

(
0
.6

7
%
)

1
.3

8
%

(0
.4
0%
)

3
.9

1
%

(2
.2
7%
)

77
2
組
合

41
7
,1

41
人

4
8
組
合

28
,
12

0
人

4
0組

合
22
,0
75
人

(
注

)
１

　
原

則
と

し
て

、
従

業
員

数
5
0
0
人

以
上

の

10
,1
3
9円

(6
,
09
3円

)
6,

5
69

円
(
3
,0

0
2
円
)

5
,5

11
円

(1
,6
66
円

)
　

　
　

企
業

を
対

象
。

3
.6

8
%

(2
.
25
%)

2
.2

3
%

(
1
.0

2
%
)

2
.1

7
%

(0
.6
7%
)

　
　

２
　

調
査

対
象

2
4
1
社

の
う

ち
1
2
8
社

(
5
3
.
1
%
)
の

回
答

を

1,
05
2
組
合

18
9
,7

76
人

7
2
組
合

12
,
39

5
人

6
9組

合
11
,7
83
人

　
　

　
把

握
し

た
が

、
う

ち
3
6
社

は
平

均
金

額
不

明
な

ど
の

9,
38
7
円

(5
,
84
2円

)
5,

1
69

円
(
1
,8

6
1
円
)

4
,2

80
円

(1
,7
19
円

)
　

　
　

た
め

、
集

計
よ

り
除

外
。

3
.6

2
%

(2
.
27
%)

1
.9

6
%

(
0
.7

0
%
)

1
.7

9
%

(0
.7
1%
)

　
　

３
　

（
　

）
内

の
数

値
は

、
令

和
4
年

5
月

2
0
日

付

96
7
組
合

49
,0

7
2
人

8
0
組
合

4
,0

2
9
人

8
4組

合
4,
29
2人

　
　

　
第

1
回

集
計

結
果

（
8
1
社

）
。

8,
33
3
円

(5
,
46
1円

)
3,

9
67

円
(
1
,6

3
3
円
)

3
,5

11
円

(1
,4
64
円

)

3
.3

6
%

(2
.
24
%)

1
.6

1
%

(
0
.6

4
%
)

1
.5

2
%

(0
.6
2%
)

3,
18
6
組
合

2,
3
20

,5
2
3
人

22
9
組
合

1
35

,
7
49

人
22

0
組
合

14
8,
73
1人

10
,9
9
5円

(6
,
47
4円

)
5,

1
64

円
(
2
,0

9
0
円
)

4
,1

62
円

(1
,5
36
円

)

3
.6

9
%

(2
.
20
%)

1
.8

8
%

(
0
.7

5
%
)

1
.7

1
%

(0
.6
2%
)

経
団

連
(
中

小
企

業
)
第

１
回

集
計

(令
和

5年
6月

23
日

)

(
注

)
１

　
(
　

)
内

の
数

値
は

、
令

和
４

年
７

月
５

日
付

　
第

７
回

(
最

終
)
 
回

答
集

計
結

果
。

　
　

２
　

平
均

賃
上

げ
方

式
は

、
賃

上
げ

分
が

明
確

に
分

か
る

組
合

を
対

象
に

集
計

。

　
　

３
　

個
別

賃
金

方
式

は
「

純
ベ

ア
」

と
「

定
昇

込
み

」
方

式
が

あ
る

が
、

表
中

は
「

純
ベ

ア
」

方
式

の
数

値
で

あ
る

。
27
7社

　
　

４
　

個
別

賃
金

方
式

の
規

模
別

の
伸

び
率

は
労

働
基

準
局

賃
金

課
が

計
算

。
7,
86
4円

(5
,2
19
円

)

2
.9

4
%

(1
.9
7%
)

連
合

(
有

期
・

短
時

間
・

契
約

等
労

働
者

)
第

７
回

 
回

答
集

計
結

果
(令

和
５

年
７

月
５

日
)

賃
上
げ
額

39
.
74

(
2
1.

3
7
円
)

5
2.

78
円

(2
3.
43
円

)

引
上
げ
率

5.
01

%
(2
.2
9%
)

平
均
時
給

1
,
09

1
.
78

円
(
1
,0

5
7
.3

1
円
)

1
,0

9
5.

67
円

(1
,0
47
.0
0円

)

賃
上
げ
額

6,
6
47

円
(
3
,7

2
8
円
)

6
,8

28
円

(3
,9
97
円

）

賃
上
げ
率

3.
0
9%

(
1
.7

5
%
)

3.
18

%
(1
.8
5%
)

(
注

)
　

(
　

)
内

の
数

値
は

、
令

和
４

年
７

月
５

日
付

　
第

７
回

(
最

終
)
 
回

答
集

計
結

果
。

規
模

計

平
均
賃
上
げ
方
式

個
別
賃
金
方
式
（
組
合
数
に
よ
る
単
純
平
均

）
平

均
賃

上
げ

方
式

（
加
重
平
均
）

3
5歳

30
歳

（
加

重
平

均
）

1,
0
00
人

以
上

主
要

21
業

種
大

手
24
1社

30
0～

99
9人

10
0～

29
9人

～
99
人

平
均

賃
上

げ
方

式

（
加

重
平

均
）

17
業

種
75
4社

(
注

)
１

　
従

業
員

数
5
0
0
人

未
満

の
企

業
を

対
象

。

　
　

２
　

2
8
8
社

(
3
8
.
2
%
)
か

ら
回

答
を

把
握

し
た

が
、

　
　

　
こ

の
う

ち
1
1
社

は
平

均
金

額
不

明
等

の
た

め
、

　
　

　
集

計
よ

り
除

外
。

　
　

３
　

了
承

、
妥

結
を

含
む

。

　
　

４
　

（
　

）
の

数
値

は
、

令
和

4
年

6
月

1
0
日

付

　
　

　
第

１
回

集
計

結
果

。

単
純
平
均

加
重

平
均

時
給

37
7
組
合

80
8
,1
08
人

－

月
給

13
6
組
合

29
,5
53
人

-
1
2
-



５
　

夏
季

賞
与

・
一

時
金

妥
結

状
況

連
合

第
７

回
(最

終
) 

回
答

集
計

結
果

(令
和

５
年

７
月

５
日

)

集
計

対
象

組
合

対
象

組
合

員
数

（参
考

）昨
年

対
比

集
計

対
象

組
合

対
象

組
合

員
数

2,
67

5組
合

1,
77

7,
47

1人
2
,5

0
9
組

合
1
,8

2
0
,7

5
7
人

2,
00

9組
合

1,
17

5,
98

1人
1
,8

6
2
組

合
1
,0

3
0
,2

7
4
人

2,
21

3組
合

1,
96

0,
47

9人
2
,0

1
8
組

合
1
,8

2
7
,4

2
8
人

1,
34

4組
合

1,
12

7,
83

6人
1
,2

3
7
組

合
1
,0

8
0
,2

2
1
人

注
　

１
 △

は
マ

イ
ナ

ス
を

表
す

。
以

下
同

じ
。

　
　

 ２
 数

値
は

組
合

員
一

人
当

た
り

の
加

重
平

均
。

　
　

 ３
 2

02
2年

回
答

の
数

値
は

20
22

年
７

月
５

日
付

　
第

７
回

(最
終

) 
回

答
集

計
結

果

経
団

連
第

1
回

集
計

(令
和

５
年

6
月

2
9
日

)

社
　

　
数

妥
結

額
増

減
率

社
　

　
数

妥
結

額
増

減
率

総
平

均
12
1社

95
6,
02
7円

3.
91
％

10
5社

92
9,
25
9円

13
.8
1％

製
造

業
平

均
11
0社

94
9,
18
6円

3.
07
％

93
社

93
0,
47
5円

15
.1
1％

非
製

造
業

平
均

11
社

1,
00
1,
25
1円

9.
48
％

12
社

92
2,
51
2円

6.
99
％

注
 １

　
調

査
対

象
は

原
則

と
し

て
従

業
員

50
0人

以
上

、
主

要
21

業
種

大
手

24
1社

。
　

　
２

　
18

業
種

15
9社

（6
6.

0％
）の

妥
結

を
把

握
し

て
い

る
が

、
う

ち
38

社
は

平
均

額
不

明
な

ど
の

た
め

集
計

よ
り

除
外

。
　

　
３

　
数

値
は

組
合

員
一

人
当

た
り

の
加

重
平

均
（一

部
従

業
員

平
均

含
む

）。
　

　
４

　
増

減
率

は
、

各
年

の
集

計
企

業
の

前
年

の
妥

結
額

か
ら

の
増

減
率

を
示

し
た

も
の

（同
対

象
比

較
）
。

２
０

２
３

年
夏

季
２

０
２

２
年

夏
季

9,
1
0
2
円

7
0
8
,3

1
9
円

年 　 間

回
答

月
数

4.
87

ヶ
月

0.
00

ヶ
月

4
.8

7
ヶ

月

回
答

額
1,

58
8,

39
6円

28
,3

5
1
円

1
,5

6
0
,0

4
5
円

一
時

金
20

23
年

回
答

2
0
2
2
年

回
答

夏 　 季

回
答

月
数

2.
34

ヶ
月

0.
01

ヶ
月

2
.3

3
ヶ

月

回
答

額
71

7,
42

1円

-
1
4
-



1
1
　

企
業

の
業

況
判

断
及

び
収

益
　

(1
)
　
日
銀
短
観
に

よ
る
企
業
の
業
況
判
断

及
び
収
益

　
イ
　
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

（
「

良
い

」
－

「
悪

い
」

・
％

ポ
イ

ン
ト

）

３
月

６
月

９
月

1
2月

３
月

６
月

９
月

12
月

３
月

６
月

９
月

12
月

３
月

6
月

最
近

6
月

先
行

き

製
造

業
-1

2
-3

9
-3

7
-2

0
-
6

2
5

6
2

1
0

2
-4

-1
2

非
製

造
業

1
-2

5
-2

1
-1

1
-
9

-7
-7

0
-2

4
5

10
12

14
10

製
造

業
-8

-3
4

-2
7

-1
0

5
14

18
18

14
9

8
7

1
5

9

非
製

造
業

8
-1

7
-1

2
-
5

-
1

1
2

9
9

13
14

19
20

23
20

製
造

業
-8

-3
6

-3
4

-1
7

-
2

5
6

6
3

0
0

1
-5

0
2

非
製

造
業

0
-2

7
-2

3
-1

4
-
11

-8
-6

1
0

6
7

11
14

17
12

製
造

業
-1

5
-4

5
-4

4
-2

7
-
13

-7
-3

-1
-4

-4
-4

-2
-6

-5
-1

非
製

造
業

-1
-2

6
-2

2
-1

2
-
11

-9
-1

0
-4

-6
-1

2
6

8
11

7

資
料

出
所

　
日

本
銀

行
「

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

日
銀

短
観

）

（
注

）
１

 調
査

対
象

調
査

対
象

企
業

は
下

表
の

と
お

り
で

あ
る

。
な

お
、

総
務

省
「

母
集

団
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
」

に
基

づ
き

調
査

対
象

企
業

の
選

定
を

行
っ

て
い

る
。

調
査

対
象

企
業

数
は

、
令

和
５

年
６

月
調

査
の

時
点

で
、

9,
14

7社
で

あ
る

。

大
企

業

中
堅

企
業

中
小

企
業

　
　

　
２

　
業

況
判

断
（

Ｄ
Ｉ

）

(1
)　

回
答

企
業

の
収

益
を

中
心

と
し

た
、

業
況

に
つ

い
て

の
全

般
的

な
判

断
を

、
「

最
近

（
回

答
時

点
）

の
状

況
」

お
よ

び
「

先
行

き
（

３
か

月
後

）
の

状
況

」
に

つ
い

て
、

　
 季

節
変

動
要

因
を

除
い

た
実

勢
ベ

ー
ス

で
、

３
つ

の
選

択
肢

（
「

１
．

良
い

」
、

「
２

．
さ

ほ
ど

良
く

な
い

」
、

「
３

．
悪

い
」

）
の

中
か

ら
１

つ
を

選
び

回
答

し
て

も
ら

う
。

(2
)　

３
つ

の
選

択
肢

毎
の

回
答

社
数

を
単

純
集

計
し

、
全

回
答

社
数

に
対

す
る

「
回

答
社

数
構

成
百

分
比

」
を

算
出

す
る

。

　
　

 そ
し

て
、

次
式

に
よ

り
デ

ィ
フ

ュ
ー

ジ
ョ

ン
・

イ
ン

デ
ッ

ク
ス

（
Di

ff
us

io
n 

In
de

x）
を

算
出

す
る

。

令
和

５
年

大
企

業

中
堅

企
業

中
小

企
業

資
本

金

10
億

円
以

上

1
億

円
以

上
10

億
円

未
満

規
模

計

令
和

２
年

令
和

３
年

令
和

４
年

2千
万

円
以

上
1億

円
未

満

Ｄ
Ｉ＝

（
第

１
選

択
肢

の
回

答
者

数
構

成
百

分
比

）
－

（
第

３
選

択
肢

の
回

答
者

数
構

成
百

分
比

）

-
2
2
-



　
　
ロ
　
経
常
利
益
増
減

　
　
ハ
　
売
上
高
経
常
利
益
率

（
前

年
度

比
・

％
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日

本
銀

行
「

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

日
銀

短
観

）
資

料
出

所
　

日
本

銀
行

「
全

国
企

業
短

期
経

済
観

測
調

査
」

（
日

銀
短

観
）

（
注

）
経

常
利

益
増

減
（

注
）

売
上

高
経

常
利

益
率

　
　

回
答

企
業

の
経

常
損

益
（

損
益

計
算

書
を

作
成

す
る

場
合

の
経

常
損

益
。

財
務

　
　

回
答

企
業

の
総

売
上

高
（

財
務

諸
表

等
規

則
に

準
拠

し
、

回
答

企
業

の

　
諸

表
等

規
則

に
準

拠
し

、
回

答
企

業
の

個
別

決
算

ベ
ー

ス
。

）
に

つ
い

て
、

年
度

　
個

別
決

算
ベ

ー
ス

。
）

に
つ

い
て

、
経

常
利

益
増

減
と

同
様

に
母

集
団

推

　
の

実
績

計
数

、
お

よ
び

計
画

（
予

測
）

計
数

を
回

答
し

て
も

ら
い

、
層

別
に

１
社

　
計

値
を

算
出

し
、

こ
れ

で
経

常
損

益
の

母
集

団
推

計
値

を
除

し
て

、
売

上

　
当

た
り

の
平

均
値

を
出

し
た

上
で

、
層

別
の

母
集

団
数

を
乗

じ
、

こ
れ

を
合

計
し

　
高

経
常

利
益

率
を

算
出

す
る

。

　
た

推
計

値
を

前
期

値
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比
較

し
て

率
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算
出

す
る
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中

小
企

業
庁

「
中

小
企

業
景

況
調

査
」

（
注

）
１

　
本

調
査

の
調

査
対

象
企

業
は

以
下

の
と

お
り

（
全

国
で

約
１

万
９

千
社

）
で

あ
る

。

　
　

　
　

製
造

業
、

建
設

業
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資
本

金
３

億
円

以
下

又
は

従
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員
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０

人
以

下
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資

本
金

１
億

円
以

下
又
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従
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１
０
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人

以
下

　
　

　
　

小
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：

資
本

金
５

千
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円
以

下
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は
従

業
員

５
０
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サ

ー
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金

５
千

万
円

以
下

又
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従
業

員
１

０
０

人
以

下

　
　

　
２

　
「

Ｄ
Ｉ

」
と

は
、

D
i
f
f
u
s
i
o
n
 
I
n
d
e
x
の

略
で

、
「

増
加

」
・

「
好

転
」

し
た

な
ど

と
す

る
企

業
の

割
合

（
百

分
率

）
か

ら
、

　
　

　
　

「
減

少
」

・
「

悪
化

」
し

た
な

ど
と

す
る

企
業

の
割

合
（

百
分

率
）

を
引

い
た

値
で

あ
る

。
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４
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①
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総

務
省
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　(2)　消費者物価地域差指数の推移②（都道府県下全域）

ランク・都道府県
平成25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 ２年 ３年 ４年

全国 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
東 京 105.2 105.3 104.0 104.4 104.4 104.4 104.7 105.2 104.5 104.7
神奈川 103.9 103.6 103.5 104.3 104.2 104.3 104.0 103.2 103.0 103.1
大 阪 100.2 100.4 100.3 100.0 100.0 99.8 99.7 99.8 99.8 99.4
愛 知 98.8 98.9 98.4 98.2 98.0 98.0 97.6 97.6 98.0 98.4
埼 玉 101.4 101.1 101.7 101.5 101.2 101.1 101.0 100.6 100.3 100.5
千 葉 99.4 99.6 99.8 100.0 100.2 100.5 100.7 101.0 100.6 101.0
兵 庫 100.9 100.7 101.1 100.8 100.3 100.3 100.3 99.6 99.7 99.4
京 都 100.7 101.2 100.6 100.8 100.7 100.7 100.6 101.6 101.1 100.9
茨 城 98.4 98.3 98.1 97.6 97.9 97.9 98.1 97.7 97.8 98.2
静 岡 97.9 98.1 98.1 97.9 98.3 98.5 98.5 98.3 98.4 98.4
富 山 97.5 97.9 98.4 98.5 99.0 99.1 98.6 98.7 98.8 98.6
広 島 98.1 98.3 99.2 99.1 99.1 98.9 99.0 98.7 98.7 98.7
滋 賀 99.0 99.1 99.9 99.5 100.0 99.4 99.5 99.3 100.0 99.6
栃 木 98.5 99.0 99.0 98.4 98.4 98.2 98.2 98.3 98.1 98.3
群 馬 96.9 97.1 96.4 95.9 96.2 96.3 96.6 96.7 96.6 96.2
宮 城 98.2 98.2 98.1 98.4 98.7 98.8 99.3 99.3 99.4 99.5
山 梨 98.5 98.0 98.5 98.3 98.2 98.7 98.7 97.5 97.7 98.1
三 重 98.2 98.4 98.3 98.5 98.6 98.6 98.7 98.8 99.3 99.3
石 川 99.4 99.5 100.6 100.4 100.4 100.3 100.2 100.2 100.1 99.4
福 岡 97.0 97.1 97.7 97.0 96.8 96.6 96.8 97.4 97.5 97.3
香 川 97.9 98.0 98.5 98.5 98.3 98.4 98.3 98.2 98.5 98.2
岡 山 98.9 98.6 98.4 98.0 98.4 98.3 97.6 97.5 97.8 97.8
福 井 99.6 99.7 99.7 99.3 99.3 99.4 99.3 99.4 99.5 99.4
奈 良 97.7 97.2 97.3 96.6 96.8 97.1 97.5 97.3 97.3 97.0
山 口 98.4 97.9 98.8 99.1 98.9 98.5 98.7 99.4 100.0 99.9
長 野 97.2 96.9 97.3 96.9 96.8 97.1 97.7 97.7 97.4 97.5
北海道 99.2 98.9 99.2 99.2 99.8 99.8 99.9 100.3 100.8 101.1
岐 阜 97.0 97.0 97.0 96.8 97.2 97.4 97.3 97.4 97.3 97.2
徳 島 98.4 98.3 98.8 99.3 99.4 99.6 100.1 99.6 99.8 99.2
福 島 99.1 100.0 100.1 99.8 99.9 99.4 99.6 99.4 99.4 99.3
新 潟 97.9 98.2 99.1 98.9 98.8 98.7 98.7 98.2 98.3 98.4
和歌山 100.0 100.1 99.9 100.0 100.0 99.6 99.2 99.4 99.4 99.2
愛 媛 97.6 97.6 98.4 98.6 98.5 98.1 97.9 97.9 98.2 98.1
島 根 99.8 99.4 100.1 99.9 99.7 99.3 99.5 99.5 99.9 99.6
大 分 97.5 97.6 97.4 97.1 97.0 97.3 97.7 97.9 97.8 97.4
熊 本 98.1 98.2 98.2 98.6 98.6 98.6 98.8 98.7 99.0 98.9
山 形 100.6 100.7 100.8 100.7 101.0 100.0 100.2 100.5 100.8 100.7
佐 賀 97.1 97.0 97.2 96.8 96.7 97.2 97.5 98.2 98.2 97.9
長 崎 98.9 98.7 100.4 100.2 100.1 99.9 99.8 99.5 99.2 99.1
岩 手 98.4 97.9 99.0 98.5 98.9 99.1 99.1 99.0 99.4 99.1
高 知 99.2 98.8 99.2 99.2 99.5 99.2 99.8 99.2 99.9 99.4
鳥 取 98.1 98.3 98.5 98.7 98.8 98.8 98.6 98.2 98.3 98.2
秋 田 98.0 97.9 98.5 98.1 98.4 98.3 98.4 97.9 98.4 98.7
鹿児島 97.8 97.2 96.7 96.1 96.4 96.1 96.3 97.2 97.2 96.6
宮 崎 96.1 95.9 96.4 96.1 96.4 96.0 96.0 95.9 96.2 96.1
青 森 98.5 98.8 98.9 98.8 98.3 98.6 98.4 98.1 97.9 98.3
沖 縄 98.4 98.4 98.0 98.3 98.3 98.5 98.4 98.0 98.5 99.0

資料出所　総務省「小売物価統計調査（構造編）」
（注）指数は「総合」である。なお、消費者物価地域差指数における「総合」は、持家の帰属家賃を含まない。

消費者物価地域差指数（全国平均＝100）
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